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平成28年第１回嬉野市議会定例会議事日程 

平成28年３月９日（水）  

本会議第５日目   

午前10時 開 議   

日程第１  議案質疑 

      議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 

      議案第６号 嬉野市行政不服審査関係手数料条例について 

      議案第７号 嬉野市犯罪被害者等支援条例について 

      議案第８号 嬉野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

            等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

            正する条例について 

      議案第９号 嬉野市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例に

            ついて 

      議案第10号 嬉野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

            する条例について 

      議案第11号 嬉野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

            条例について 

      議案第12号 嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一

            部を改正する条例について 

      議案第13号 嬉野市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に

            ついて 

      議案第14号 嬉野市教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

            について 

      議案第15号 嬉野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

      議案第16号 嬉野市ふるさと応援寄附金基金条例の一部を改正する条例について 

      議案第17号 嬉野市体育施設条例の一部を改正する条例について 

      議案第18号 嬉野市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例の一部を改

            正する条例について 

      議案第19号 嬉野市都市公園条例の一部を改正する条例について 

      議案第20号 嬉野市下水道条例の一部を改正する条例について 

      議案第21号 市道路線の廃止について 

      議案第22号 市道路線の認定について 

      議案第23号 嬉野市と佐賀県との間の行政不服審査会の事務の委託に関する協

            議について 



- 322 - 

      議案第24号 平成27年度嬉野市一般会計補正予算（第８号） 

      議案第25号 平成27年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

      議案第26号 平成27年度嬉野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

      議案第27号 平成27年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第３号） 

      議案第28号 平成27年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別

            会計補正予算（第３号） 

      議案第29号 平成27年度嬉野市浄化槽特別会計補正予算（第３号） 

      議案第30号 平成27年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費

            特別会計補正予算（第３号） 

      議案第31号 平成27年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理

            事業費特別会計補正予算（第３号） 

      議案第32号 平成27年度嬉野市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議案第33号 平成28年度嬉野市一般会計予算 

      議案第34号 平成28年度嬉野市国民健康保険特別会計予算 

      議案第35号 平成28年度嬉野市後期高齢者医療特別会計予算 

      議案第36号 平成28年度嬉野市農業集落排水特別会計予算 

      議案第37号 平成28年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別

            会計予算 

      議案第38号 平成28年度嬉野市浄化槽特別会計予算 

      議案第39号 平成28年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費

            特別会計予算 

      議案第40号 平成28年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費

            特別会計予算 

      議案第41号 平成28年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理

            事業費特別会計予算 

      議案第42号 平成28年度嬉野市水道事業会計予算 

      諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

      諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

      議案第43号 嬉野市企業等誘致条例について 

      議案第44号 平成28年度嬉野市一般会計補正予算（第１号） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（田口好秋君） 
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 皆さんおはようございます。大変御苦労さまでございます。 

 本日から議案質疑に移りますが、平成28年度の当初予算等を審議する極めて重要な質疑で

あります。慎重審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の記事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．議案質疑を行います。今議会の議案質疑は通告制とします。 

 質疑につきましては、嬉野市議会会議規則第55条の規定により、同一議題について３回を

超えることができない旨を規定しておりますので、御注意をお願いします。 

 それでは、議案第５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につい

ての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第６号 嬉野市行政不服審査関係手数料条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第７号 嬉野市犯罪被害者等支援条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、梶原睦也議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 第１条のところで、すみません、犯罪被害者給付制度との関連はということで通告してい

るんですけれども、ちょっと全体的なところで犯罪被害者等基本法、この基本理念にのっと

りということでありますけれども、この犯罪被害者等基本法の中にいろいろな地方自治体が

定める項目があるんですけれども、その中に犯罪被害者給付制度もかかわってくると思うん

ですけれども、全体的にこの基本法の地方自治体が取り組むべき項目というのがこの犯罪被

害者等支援条例という捉え方全体を網羅した部分がこの犯罪被害者支援条例と捉えていいの

かどうか、まずこの点をお聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この犯罪被害者等基本法によりますと、基本理念というようなことで第３条のほうにう

たってあるわけでございますけど、第５条には、地方公共団体の責務ということで、この基

本理念──基本理念というのが、一部読み上げますと、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊

厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」というようなこ

とで、「その他の事情に応じて適切に講ぜられるもの」ということになっております。 

 これを基本理念にのっとりまして、「犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、」地方公共団体の地域の実情に応じて施策を行いなさいというようなことに
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なっております。 

 また、同じこの法の中に、「給付金の支給に係る制度の充実等」ということで第13条に規

定がございまして、「国及び地方公共団体」が、犯罪被害者等の「経済的負担の軽減を図る

ため、犯罪被害者等に対する給付の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるもの」とい

うことに規定がなっておりまして、今回規定を設けているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 梶原議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 そしたら、この中に例えば住居の確保とか雇用の確保をという部分もあるんですけれども、

ここら辺については、今回の条例の中でどこの部分を見ればよろしいんでしょうか。（発言

する者あり）犯罪被害者等基本法の中に、自治体が取り組むべき責務の中に住居の確保とか

雇用の確保という部分もあると思うんですけど、今回、嬉野市の条例の中で、その部分とは

どこに当てはまるのかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 今回、この条例の中に特段住居等の確保等は設けておりませんけど、第５条に「相談及び

情報の提供等」というふうなことで、このところで住居等の確保についても情報を提供して

いくというふうにしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 梶原議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 そしたら、２条に行っていいですか。 

○議長（田口好秋君） 

 はい、どうぞ。 

○13番（梶原睦也君）続 

 そしたら、今度この条例の中の第２条なんですけれども、この各号に定める１号から４号

まであるわけですけれども、こういったことを認定するというのは誰が行うのか、この点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 
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○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この専門的な知識も当然必要になってきておりますけど、現在、総務課内に設置をいたし

ております犯罪被害者等支援室、室長が県警のほうから派遣になっておりますので、県警の

ほうの知識等がありますので、これについて定義の認定を行っていくというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 梶原議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 そしたら、県警の方が認定を行うということは、要するに上位法との絡みの中で決まって

くるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 上位法も含めてということになるかと思いますけど、県警の情報をいただける分は県警か

らの情報もいただきながら、そういった知識を生かして認定を行うというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 梶原議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 確認ですけど、この嬉野市の条例だけを使うということはないわけですよね。あくまでも

上位法で認定された部分のところに、そういう犯罪に対して嬉野市も取り組むということで

あって、嬉野市だけで取り組むというような、そういう犯罪事例ということは、この条例に

は使うことはないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 法に規定してある分で、その範囲内で条例のほうで行うというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 梶原議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 それでは、最後に６条に行きます。 

 この６条というのが、先ほど言いました基本法の中の犯罪被害者給付制度の部分がここに

出てくるのかなと思うんですけど、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 はい、そのとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 梶原議員。 

○13番（梶原睦也君） 

 そしたら、もうこの遺族──私、今回、遺族の範囲とか、被害の程度の基準とか知ってい

ますけど、あくまでもそこにのっとった形で準じてやるというふうに理解してよろしいとい

うことですね。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 はい、準じて行います。規則に定めを行うということになります。 

 以上です。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、生田健児議員。 

○１番（生田健児君） 

 第６条において、「規則で定めるところにより」とありますが、この規則の詳細を教えて

ください。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 条例の第６条で、見舞金の支給について規則で定めるということにしております。その規

則の内容でございますけど、遺族見舞金、それと傷害見舞金。遺族見舞金につきましては、
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見舞金の受け取りの順位とか受け取り者の身分等を規定する予定です。それと、傷害見舞金

については、傷害の程度を規定いたします。 

 それと、支給については、制限がある場合があると思いますので、支払わない場合の規定、

それとか、一旦傷害見舞金を受給された場合、その方が亡くなられたという場合には遺族見

舞金というふうに移ってまいりますので、その差額について支払うとか、そういった規定を

設けることになっております。 

 それと、あと見舞金の申請のやり方、それと請求の期限等を細かく規定いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 発言の中で「する予定」ということでしたが、つまり今現在はないという認識でよろしい

のでしょうか。 

 また、そうなりますと、規則はいつまでにつくられますか。 

 それと不完全な形で出してこられた理由を教えてください。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 予定ということにしておりますけど、現在、規則のほうの案をつくってはおります。 

 それと、いつまでにということで先ほどありましたけど、これも当然、４月１日の条例の

施行と合わせてということになりますので、それまでにつくるということになります。 

 この詳細について、決定していないということではなくて、最終の決定は、起案をいたし

まして、その後に市長の決裁を受けてから公布ということになります。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 お答えいたします。 

 条例、規則が不完全ということではなくて、条例に伴います規則を今、最終のチェックを

しながら設けているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 そうすると、つまり、いろいろ言われていますけど、結局はまだ未完全というか、未完全

ということですよね。 
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○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 不完全ということではなくて、今現在ではこの案で私たちのほうで作成をしているところ

でございまして、一部手直し等がある可能性は残っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 続きまして、犯罪等におきましては、加害者被害者等、曖昧な部分が発生する場合が多々

あると思いますが、そういった場合の最終的な判断はどうするのか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この判断、確かに難しいところがあるかと思っております。先ほど梶原議員のほうにもお

答えいたしましたけど、犯罪被害者等の支援室を設けております。県警からの派遣というよ

うなことで、現在、鹿島警察署の犯罪被害者等の支援ネットワークの委員でもございます。

その犯罪被害者等に関して日ごろからそういった情報等の共有を図っているところでござい

ます。このため、請求者からの申請書類、あと、警察から収集した情報を吟味いたしまして

見舞金の支払いについて担当者としての意見を付することになります。 

 こういった直接警察のほうに届けられた犯罪等については、ネットワークを通じまして犯

罪被害者等と判断された案件については市への情報提供もあると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 わかりました。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 第１問目は、通告書に出しています内容を３項目伺います。 

 まず、佐賀県で初めてうたっていますけれども、この条例制定に至った経緯を説明くださ

い。 
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 ２点目が、加害者へ請求する方法をとっている自治体もありますけれども、それは検討さ

れなかったのか。 

 ３項目めは、法律に基づいて、自治体の中で県単位でこれを取り上げている例は多いんで

すけれども、一つの上位法として見たときに、法律に基づきながら、県、また市町があるん

ですけれども、いろんな面での判断そのものは上位法に基づいて国が、県がという形で優先

するんでしょうか。 

 以上、確認いたします。 

 それと、その連携はどうなさるのかお聞きします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この条例の制定の経緯ということでございますけど、21年の１月に本市は、先ほども申し

上げておりましたけど、犯罪被害者等支援室を設けております。それで、相談等は実際、相

談や必要な情報提供等の支援はずっと21年のところから行ってきておりました。ただ、各部

署、各担当課において、それぞれその対応を行う場合もありましたので、今回それをワンス

トップで行えるような支援の充実を図りたいと考えておりまして、支援室が設置をされてか

ら約７年ぐらいになりますけど、その支援の充実を図りたいというようなことで今回条例を

制定するものであります。 

 それと、加害者への請求をする自治体もあるということでございますけど、本来は、一時

的には加害者が被害者に補償すると思っておりますので、今回本市からの請求というのはし

ておりません。盛り込んでおりません。 

 それと、県単位でこのような条例を制定しているということで、確かに県でも多く取り組

みをされております。先日の委員会の折には23年度、ちょっと前のもので御報告をしており

ましたけど、最新の27年の４月１日現在では102の自治体ということで取り組みをされてお

ります。県については山形県とか神奈川県あたりが条例を制定して執行されております。 

 今現在、佐賀県においても条例を制定されているところでございますけど、「犯罪の起き

にくい安全で安心なまちづくり条例」ということで、その最終の第７章に「犯罪被害者等に

対する支援」ということで設けられておりまして、その中で、「国、市町その他の関係機

関」と連携して行うというふうになっておりますので、本市においても、県と、あと県警も

含めて連携をとっていくということになります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 
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○９番（山下芳郎君） 

 それじゃ、佐賀県におきましても、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例の中で、

今課長が御答弁のように、第７章にそういった具体的なことが入っております。そういった

事案が起きたときには、同じ情報で県と連携をとるということで確認をします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 県と当然連携をとらないと、例えば犯罪等の認定とか、こういったところが難しくなって

くるかと思いますので、県または、先ほど申し上げました鹿島警察のほうで設けられておら

れるネットワークの協議会、これあたりと連携をとりながら行っていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 犯罪とはということでいきますと、当然裁判になってくるんでしょうけれども、最終結審

を受けられて判断されるのか、どの段階でされるのか、どれをもって認定をされるのか、先

ほどの議員の質問とかぶるかわかりませんけれども、重ねて質問をいたします。 

 もう１つは、こういった補正にも上がっていますけれども、予算でも上がっていますけれ

ども、金銭面と別に、精神的な面のサポートと申しましょうか、フォローはあるのかないの

か、確認します。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 いつ判定かということでございますけど、犯罪対象者ということで、不幸になられた場合

に、その後においてこの見舞金の申請をしていただいて、市長が最終的に決定をするという

ことになります。 

 それと、精神的なサポートということでございますけど、当然、この条例に盛り込んでお

りますけど、相談及び情報の提供等というようなことで、トータル的に犯罪被害者等の支援

室長を中心に行っていく予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 次に、宮﨑良平議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 今回、第２条のほうで「心身に有害な影響を及ぼす行為」とはどういうことか、具体的に

詳細な説明をお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この「心身に有害な影響を及ぼす行為」ということですけど、例えば交通事故、重傷の人

身交通事故等、それと日常的な暴力的言動、日常的に行われる、著しく人格を否定するよう

な言動、いわゆるＤＶ等になるかと思います。児童の心身の正常な発達を妨げるような著し

い現象、それとストーカー行為に当たるようなつきまとい、こういったものがこの「心身に

有害な影響を及ぼす行為」というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 交通事故等も含まれるということですね。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この中には、犯罪等には含まれておるかと思いますけど、ただ、過失というようなことに

もなってきますので、犯罪見舞金のほうの対象にはなってこないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 わかりました。 

 じゃ、次に行きます。第６条のほうですけど、先ほど生田議員からもあったので、ある程

度理解しましたので取り消します。 

 第６条でもう１つ、遺族見舞金、傷害見舞金の種類及び額の決定の根拠、こちらをお伺い

します。 

○議長（田口好秋君） 
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 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 見舞金、遺族見舞金と傷害見舞金ということでしております。遺族見舞金は一律30万円、

傷害見舞金は一律10万円ということでしております。 

 犯罪によりまして遺族となられた方、被害を受けられた方については、心に大きな被害を

受けることになります。平和な生活が突然の犯罪被害により一変いたしますので、将来への

不安、無気力、不眠とか、いろいろなところ、自己責任を感じるなど精神の状態が普通じゃ

なくなるということになります。また、たまには当然仕事ができるような状態でもないとい

うことになるかと思っております。最悪の場合は、被害者ということであっても転居を余儀

なくされるというようなことも考えられますので、遺族の方に対しては、一月の生活費等と

して見舞金30万円を支給すると。30万円が高いのか低いのかというところはありますけど、

30万円ということで決めております。 

 それとあと、傷害見舞金でございますけど、こちらにつきましては、治療費、交通費等と

いうようなことで考えておりまして、10万円を限度ということで支給予定をしているところ

でございます。先ほど全国的に102ということで申し上げましたけど、ほとんどの自治体が

この金額になっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 この根拠が正しいのか正しくないのかというところなんですけど、ほかの自治体等をリ

サーチした上でやられているのかどうかというのをお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 27年の４月１日現在の資料を手元に持っておりますけど、ほとんど大半の自治体が遺族見

舞金30万円、それと傷害見舞金のほうは大体全治１カ月以上10万円というようなことになっ

ておりまして、それを参考にいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 
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 わかりました。ただ、この条例というのはまずもって、条例案において議会前に先にマス

コミのほうに出ていましたけど、この記事を見ると、見舞金とかが妙にクローズアップされ

たまま、この条例の本質、目的というものが妙にないがしろにされた感じに私は思うんです

けど、先にマスコミに出す場合に、そこら辺のチェックとか、そういったものができないも

のなのかどうか、確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 マスコミのほうから取材があったのが記者発表の後ということで、記者発表のときにも

あったわけですけど、私たちもこの犯罪被害者等支援条例、今回、見舞金あたりが、やけに

クローズアップをされておるところでございますけど、実際は私たち先ほど申し上げました

とおり、今までも行っておりましたけど、それをワンストップでできるように支援室を中心

に犯罪被害者になられた方の支援を行っていきたいということが、この条例制定の主な趣旨

でございまして、見舞金等の支給はその中の一つということになります。 

 マスコミのほうには、取材は担当者、私のほうとかあったわけですけど、その後にどうい

うふうに書かれるかは、私たちのほうでは関知できないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 それでは、お尋ねいたします。 

 この条例を制定するに当たって、これまでに市内に該当するような事例があってのこと

だったのか、その辺のことをお尋ねいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この相談とか情報提供というものについては、例えばＤＶとかストーカー、家庭内暴力、

児童虐待、おれおれ詐欺の未遂等なんかの案件があっておりまして、いろんな場面でこの犯

罪被害者等支援室長を中心に対応策を練っているところでございます。今まで事例は10件程

度あっているかと思っております。ただ、今回の見舞金の支給に関するような案件は今のと

ころあっておりません。 

 以上でございます。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 わかりました。 

 それで、次の２番目の質問になりますけど、観光客ですね、この条例では傷害見舞金は嬉

野市の住所を有する本人のみ支給となっております。それで、市内在住の方が例えば市外と

か海外に行って、そういうところで犯罪に遭われても支給されるという仕組みになっており

ますけど、私はこの条例が嬉野市域内でのことに関してのあれかなと思ったら、じゃなくて、

住民を、市民の方を対象にしてありますけど、そういう嬉野市特定の地域に限るような、旅

行者も観光客も含めて、そういう方たちがもしそういう犯罪に巻き込まれたときにこういう

支援をすることも考えられなかったのか、そういうところはいかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 今回の対象者は、先ほど議員御発言のとおり、市に住所を有する者というふうになってお

ります。当然、観光地でございますので、全国から観光客の方いっぱいいらっしゃるわけな

んですけど、そういった、例えば被害に遭われた場合についての私たちのできる範囲での相

談、情報提供等については対応をしていくというつもりでおります。ただ、見舞金の支給に

当たりましては、市の財政の面で考えますと、市民に限らせていただいているというところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 では、その情報提供の支援は行っていくということですね。はい、わかりました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで議案第７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第８号 嬉野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例についての質疑を行

います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第９号 嬉野市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例につい

ての質疑を行います。 
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 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それじゃ、この分の中から、先に第11条にあります空き家等対策協議会について質問いた

します。 

 この分が新たに設置をされましたけれども、この構成メンバー10名以内ということですが、

構成のそれぞれの立場の役割と申しましょうか、この内容を確認します。 

 それともう１つが、このメンバーの中に今現状の空き家の状況が把握できる方が入ってお

られるのか。 

 それと、法律の中には、第１条にありますけれども、危険防止対策とその活用と申しま

しょうか、維持・管理ありますけれども、今回の中で嬉野市はどちらを主に置かれるのか。 

 それともう１つが、今現状の実態調査ですね、わかるのがいつなのかを確認します。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 協議会のメンバーということでございますけど、市長のほか、地域住民、市町村の議会の

議員、ホーム、不動産、建築、福祉、文化等の学識経験者、その他市町村長が認める者とい

うふうになっておりますので、今回10名を予定いたしております。その役割ということでご

ざいますけど、それぞれの立場で今までの経験、知識を生かしていただいて、いろんな御発

言をいただいて取りまとめをしていきたいと考えております。 

 ２点目の空き家の状況が把握できているメンバーかということでございますけど、空き家

の状況が把握できているメンバーというようなことでなくて、先ほど申し上げましたいろん

な立場などで御経験を生かした御意見をいただくということになります。当然就任をいただ

く際には、事前に本市の現況などを含めた資料により御説明をすることになります。 

 ３点目の空き家の維持管理が主か、危険防止対策が主かということでございますけど、こ

の協議会は、第７条に規定がありますように、空家等対策計画の作成変更や実施に関する協

議を行うための協議会ということになっておりますので、先ほどの面も含めて全体的なこと

を協議をいただくということになります。 

 それと、最後の空き家の件数等、全体の実態がわかるのはいつごろかということでござい

ますけど、今回、調査やデータベースの整備を行うために予算を計上いたしておりますけど、

なるべく早く取りかかりたいと考えております。ただ、市全体の調査ですので、前回の調査

を踏まえて年度内にデータベースまで整備を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 前回、空き家関係で、これに類する一般質問をしたんですけど、その段階では全体の把握

がまだできていないということで、速やかに対処いたしますということの中で、こういった

形の、国のほうからデータベース化ということで示されておりますので、早急にまず実態を

把握しながら、この委員会の構成の中に役立てていただきたいと思っています。 

 あと、この文言ですけれども、従来空き家というのは、嬉野市もそうですけれども、送り

仮名の「き」を入れながら「空き家」ということにしていましたけれども、今回そういうも

のが外れて、空の家、要するに「空家」となっていますけれども、これでまた条例も変更に

なっているわけでありますが、この名詞は今後こういった形で、上位法の「空家」が優先さ

れるのか、それはずっとことごとくそういった形になるのか、確認をいたしたいと思ってお

ります。 

 それと、データベース化は今年度ということで、28年度いっぱいにということでしょうか、

その分も重ねて確認します。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 上位法の規定が平仮名の「き」が入らない「空家」ということになっておりますので、今

回それに合わせて条例も改正をしたものでございます。今後もこの上位法に基づいてこの表

現でいきたいと考えております。 

 それと、データベース化でございますけど、28年度中には当然整備をいたしまして、29年

度以降の空き家の施策のほうに生かしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 まず、重ねてですけれども、実態調査把握を速やかに、早急にお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 できるだけ早くというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで議案第９号の質疑を終わります。 

 次に、議案第10号 嬉野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第11号 嬉野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第12号 嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第13号 嬉野市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

ての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第14号 嬉野市教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第15号 嬉野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての質

疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 もう３回しかできませんので、まとめてお尋ねをしたいと思います。 

 まず、このことにつきましては、平成12年の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する法律から民間の採用に資する円滑化を図るというふうなことから出されているという

ふうに理解をしているわけなんですけれども、そういう中で、まず、資料の51ページの分の

１号給、２号給、３号給、４号給、５号給、６号給、７号給ありますけれども、ここら辺の

ところの、例えば１号給と２号給の場合では、そこに「困難な」ということが入る。そして、

３号給、４号給のときに、４号給では「特に」という文言が入る。その中で、５号給におい

ては、これは「重要なものに」と入る。そして、これは６号給については、「極めて」とい

うふうな文言になっておりますけれども、ここら辺のところのすみ分けというんですか、こ

れはどういう形で判断されるのか、この文言というのを、私も「特に」と「極めて」という

意味、非常にわかりにくい、わかりません。総務課長がおわかりであれば、そこら辺の説明

をしていただきたいと思います。 
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 そして、もう１つは、改正案の月額の中で、１号給から７号給までありますけれども、こ

れが人事院勧告の月額報酬と1,000円ばっかりの差が全部ありますけれども、そこら辺のと

ころの相違というのがいかがなものかなという気がいたしますけれども、そのことについて

もお答えいただきたいと思いますし、そして、今回、改正に至った経緯、まず、そのところ

から御説明をいただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えいたします。 

 まず、１号給から７号給まで、言葉で整理をされております。実は、これを私読んだとき

にも、はっきりどの程度違うんだろうかというのが、具体例としては浮かんでまいりません

でした。ただ、特定任期付職員というのは、私どもが考えておりますのは、例えば弁護士さ

んとか、あるいは公認会計士、その方たちを採用する場合に使うだろうというふうに思って

いるわけですね。 

 一般質問の中で弁護士さんの話が出ましたけれども、例えば、うちで雇う場合については、

弁護士さんだったら６号か７号かというぐらいのところかなというふうふうな位置づけを考

えております。 

 それと、この金額でございますけれども、この分については法の中で決まってきて、これ

確かに人勧と1,000円違うとは思うんですけれども、すみません、詳細に何で違うのかとい

うところまでは承知をしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 経緯、改正に至った経緯。そのままで。 

○総務企画部長（池田英信君）続 

 これは１つには、例えば、さっき言いました１号から７号までの級についての規定につい

て、今まで規則で入っておりました。その分を条例の中に盛り込むということで、例えば職

員の１号から７号までの標準職の等級別の職務表についても規則から条例のほうに移行して

おります。これはもう地方公務員法の改正に伴いましてそういったことになっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、弁護士とか公認会計士とかということを言われましたけれども、例えば、一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する事務取扱要領というのがありますよね。第５条にお
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いては、そこで保育士、看護師、社会福祉士等々の文言が入っております。そこら辺のとこ

ろは、これどこに位置づけされるのかということもありますし、そして、今の部長のお答え

だと、採用する時点で、じゃ、５号給にしようか、６号給にしようかということの判断を下

されるということで理解をしていいんですかね。 

 そしてもう１つは、そこの中で、例えば１号給から７号給ありますけれども、これ採用す

る場合に、資格というものが、資格証明といいますか、そこら辺のところが必要なのかどう

かというふうなことをお答えいただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えします。 

 特定任期付の職員については、資格の要件は必ず必要だというふうな認識を持っておりま

す。先ほど言いましたように、弁護士さんとか公認会計士、あるいは税理士さんまで含めた

ところが出てくるかと思いますけれども、そういったところで資格の確認をして、面接で採

用するという方式をとると思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、もう完全に資格そのものがないと、この特定任期付職員にはなれないということで

認識していいですか。でも、県なんかにおいては、こういうふうな専門知識ということで、

例えば民間会社にいて情報管理官とか、ああいうふうな形で採用されているわけなんですね。

となると、今、部長がおっしゃったことと少し意味合いが外れてくるんじゃないですか。そ

こら辺のところを私はっきり申し上げたいんですよ。 

 それとあわせて、これひとつ、余談になりますけれども、本市においても、それにある程

度該当するような職員さんというのもいらっしゃるというふうに思うんですよ。そこら辺の

ところについては、今後どう取り扱いというものをお考えになっておられるのか、お答えい

ただきたい。もう最後ですから。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えします。 

 確かに、情報系のそういった資格のない方というか、特別な知識を持った方というのはお

られると思います。現に県のほうでも採用されておりますし、玄海町においてもそういった



- 340 - 

募集をされたというのを承知しております。そういった部分については、基本的にはそうい

う場面になれば、うちのほうでも検討をするというふうに思います。原則論から、先ほど言

いましたように、例えば公認会計士、弁護士さん、そういう人たちについては資格が必要と

いうのが今の見解でございます。 

 それともう１点は、現在そういった職員がおられるのじゃないかということですけれども、

実はこの採用に関しても、特定の業種の方については、特定任期付を使おうかという議論も

実はしたこともあるんですね。その中で、やはりそういった資格の部分というものを考えた

ときに、ちょっとちゅうちょをしたというところがあります。 

 確かに金額面で考えますと、１号給でも37万8,000円と副課長クラスになるわけですね。

そういったところで、一番最初からそういったところに位置づけができるかというところが

まだちょっとできておりませんでしたので、そういうところまで至らなかったというところ

です。ただ、実績等を考えてみますと、考慮してもいいのかなというふうに私自身は思って

おります。 

 以上です。（「すみません、議長１回だけ、もう答弁要りませんので、いいですか」と呼

ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 はい、どうぞ。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 やっぱりこういうものを出される場合については、きちっとした形で答弁ができるように、

今聞いていると、何となくファジーというかな、出す場合、非常に甘いような気がして、

やっぱりこういう形でこういう基準ですというようなところをはっきり明示しながらお出し

いただきたいということだけをお願いしておきます。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長、答弁の修正。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 先ほどの1,000円の相違の分ですけど、給与表のほうは佐賀県のほうに準じておりますの

で、国とは1,000円差があると、（発言する者あり）はい、ということで。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、議案第15号の質疑を終わります。 

 次に、議案第16号 嬉野市ふるさと応援寄附金基金条例の一部を改正する条例についての

質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 ふるさと応援寄附金基金条例の一部を改正する条例についてとございますけど、ここにふ
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るさと応援寄附金については、いろいろ考え方があられると思います。私もいろいろちょっ

と思うところがあるんですけど、今回、「基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算

で定める」と改正されておりますけど、これは文言としては一部の改正でしょうけど、この

寄附金の条例については、大きな考え方の違いになるのではないかと私は考えております。

そういうところをどのように検討されておられるのか、また、どのように考えておられるの

かお尋ねいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 この寄附金基金条例の第１条の部分で（設置）というものをうたい込んでおります。その

中で、ちょっとこれを読ませていただきますけれども、「本市のまちづくりを応援するため

に贈られた寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、

多様な人々の参加による個性と活力のあるふるさとづくりを推進していくため、嬉野市ふる

さと応援寄附金基金（以下「基金」という。）を設置する。」となっております。 

 今回、改正をいたしますのは、第２条の（積立て）の部分でございまして、この部分を

「一般会計歳入歳出予算で定める」ということに改正をするわけでございますので、寄附金

の目的を勝手に変更するということにはならないと判断をしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 寄附金は全額もともと積み立てるということで、寄附される方は一応全額寄附になってい

るということで寄附をされると思うんですよね。それを今度そういうふうに返礼金とか、そ

ういうふうに寄附金から充てるということに変更することになれば、寄附という目的自体が

変わってくるんじゃないかなという気はするんですけど、その辺はどのようにお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 寄附者の方からすれば、そのような思いになられることもあろうかと思いますけれども、

今回補正をいたしましたのは、これは１月の臨時議会でも出したんですけど、ふるさと応援

寄附金の歳入を６億円以上の分を出した中で、一方で財政調整基金を繰り入れを費用として

４億円超える額を出したところを、議員のほうから御指摘があったのは、このやり方自体も
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ちょっと検討する必要があるんじゃないかという御指摘も受けております。 

 今回補正に至ったということは、ふるさと応援寄附金を一般財源で費用全額を補うと、賄

うということは、非常に財政を圧迫してしまうということで今回出しているものでございま

して、県内の自治体、うちより上位にある自治体さんのほうもお調べをした結果、同じよう

に一般会計歳入歳出予算で定めるというところがほとんどでございましたので、今回補正を

しているわけでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 この点に関して、市長もこの考え方でいくということで間違いございませんか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回、一般の方から御寄附をいただいたふるさと応援寄附金につきましては、非常に多額

に上りまして、もう大変感謝をしておるところでございます。そういう中で、大きな捉え方

でいきますと、一般の御寄附をしていただいた方々も御寄附の行動をしていただいたという

ことに基づいて、嬉野市全体がよりよい形で発展していくということを願ってしていただい

ているものだというふうに思っておりますので、第１条にちゃんと述べておりますように、

原則としては、踏み間違えないように捉えながら、しっかりやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 すみません、ちょっと訂正をさせてください。 

 先ほど答弁の中で、最後に「補正をしています」ということで答弁をいたしましたけれど

も、条例の一部改正をしているものでございます。訂正させてください。すみません。 

○議長（田口好秋君） 

 これで議案第16号の質疑を終わります。 

 次に、議案第17号 嬉野市体育施設条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第18号 嬉野市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例の一部を改正す

る条例についての質疑を行います。 
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 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第19号 嬉野市都市公園条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 この籠原公園については、嬉野保育所があったところですけれども、これは第２か第３の

区画整理のときの緑地帯、公園の中に保育所ができたというふうに私は記憶をいたしており

ます。そういう中で、今回この保育所が移転してもう３年ぐらいなりますよね。そういう流

れの中で、何で今ごろこういう形で都市公園という形で持ってこられたのか、そこら辺のと

ころをお尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 確かに24年に嬉野保育所が移転をしております。それと同時に解体をして、地元からの要

望もあって、ぜひ公園として残してほしいということの要望がありましたので今回上げてい

るわけですけど、３年おくれているということですが、実はあそこの官地と民地の境界に露

出したお湯管が走っておりました。それで、そのまま公園として、例えば26年に開放してい

たら、子どもたちが遊んだときにやけどをするというような状況でしたので、配湯組合があ

りますけれども、そこに依頼をして、とにかく埋設をしてくださいと、そうしないと開放で

きない。例えば、バリカーもしておりましたけれども、やっぱり子どもですので、それを排

除して乗ったりして遊ぶと大きなけがにつながりますので、今回占用ということで配湯組合

が布設をされたので、今回に至っているということになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 緑地帯にお湯管が走っていることも私よく理解できないわけですし、保育所がその当時で

きたことについても何だか理解に苦しむところなんですけど、それはそれとして、やっぱり

当然住民からの要望、あそこは緑地帯ですから、当然その住民からの要望がなくてもそうい

う形にしなきゃいけないわけなんですよね。そういうことを含め置く中で、やっぱり３年間

も、配湯組合、そのことはもう置いといて、そこにもっと早くしてくれというふうなことで

しながら、しなきゃいけなかったんじゃないかなと、ある意味じゃ、ここはもう３年間放置

という状態ですよね。そこら辺のところについてはどのようにお考えになっておられますか。 

○議長（田口好秋君） 
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 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 確かに、我々も相手方、組合長のほうに話に行っていたんですが、なかなかやっていただ

けなくて、平成26年の10月に占用申請をされて、そこで工事が完了したということで今回条

例変更ということで上げさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 もう余り深入りはいたしませんけれども、今後について、例えばほかの公園、都市公園み

たいな形で、例えば遊具施設とかトイレとかということについてのお考えはお持ちになって

おられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 確かに、ほかのところの児童公園とかを見ますと、トイレ等、水飲み場とか、そういうの

がございますので、それは今から検討していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、議案第19号の質疑を終わります。 

 次に、議案第20号 嬉野市下水道条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第21号 市道路線の廃止についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第22号 市道路線の認定についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第23号 嬉野市と佐賀県との間の行政不服審査会の事務の委託に関する協議に

ついての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第24号 平成27年度嬉野市一般会計補正予算（第８号）についての質疑を行い

ます。 

 ９ページから27ページの歳入について質疑を行います。 
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 まず、13ページ、13款．使用料及び手数料、１項．使用料、４目．土木使用料について質

疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 13ページの土木使用料の法定外公共物占用（水路）ということでありますけれども、これ

が当初で140万円計上されていて、今回53万2,000円減額され、最終的に86万8,000円という

数字になっておりますけれども、説明によりますと、220件の減免といいますか、そういう

ことでの説明を受けておりますけれども、これで減免という形の最終決定ということで理解

をしていいのかどうか、そこら辺のお答えをいただきたいと思います。 

 そしてもう１つ、本市において、例えば使われなくなった道路等については、存在はいた

しておりませんか。そこら辺確認だけしておきます。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 この分については、６月の議会の全員協議会の中で１回説明させてもらったと思いますけ

れども、220件分の免除ということで、本当は通路として、水路だけの減免はありましたけ

れども、規則の改正を行って、その合い中に、通路として使われていますが、民地等で入っ

ていた場合に、そういうところを免除しましょうということで上げさせてもらっています。

これがもう最終だと思っています。 

 あと、使用されている道路等ですけれども、一応法定外公共物ということで、そのまま残

りますので、その分は占用ということになってくると思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、法定外公共物ということで、占用ということで残るんですね、残るということです

ね。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 はい、使われなくなった分は、申請書がございますので、その分で廃止届を出していただ

くという形にはなってくると思います。 

 以上です。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 
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 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これで13款１項４目．土木使用料についての質疑を終わります。 

 次に、同じく13ページ、13款．使用料及び手数料、１項．使用料、５目．教育使用料につ

いて質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 この分の中で、通告書の前に嬉野公民館並びに嬉野市体育館の使用料減ですけれども、こ

の分の減の理由の内容を先にお聞きします。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 嬉野公民館、嬉野市体育館の使用料減免につきましては、主な理由としまして、使用料の

減少、それと暖冬によります暖房器具の利用が少なかったことが原因でございます。また、

市体育館につきましても、使用料の減少、暖冬によります暖房器具等の減によるものと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 暖房の使用料減はいいことだと思いますけれども、しかし、収入が減っていますというこ

とですね。その中で、利用も減っていますということですけれども、その中でリバティが

オープンして、まだ間もないんですけれども、そういった形で移動されたということにつき

まして、その移動された行事なり内容が把握できますか。従来、ここを使っていたけれども、

リバティに移られたということが。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えします。 

 いろんな施設がございますが、市の体育館と嬉野市の公民館等の減少の要因としましては、

リバティのほうに利用を求めてはいなくて、文化センターとか、そういうところに足を運ん

でいらっしゃるのかと考えております。 

 また、リバティの詳細でございますが、確かに定期的な練習ですね、バスケットボール、

なぎなた、空手、ダンス、フットサル、卓球、バレーボール等のほうがリバティであってお

ります。詳細なデータについては集計しておりませんが、中央公民館等で開催されていまし
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た高齢者大学（若返り大学）をほとんどリバティのほうに場所を変えまして開催していると

ころで、リバティの人数もかなりふえているのじゃないかと思っております。 

 ちなみに、リバティの26年度ですが、９月から３月までの利用者としましては２万4,000

人程度、件数としまして347件、27年度の４月より２月までの集計でございますが、５万

9,000人、件数として１万2,057件とデータとして集計をしておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 利用者から時々お聞きするんですけれども、やっぱり老朽化ということが主な原因でしょ

うけれども、リバティのほうに行って非常に快適というお声を聞いております。それはそれ

で、嬉野市においてはいいことだと思います。ただ、場所が遠いからもうやめてしまったと

かいうことにならないような形で、そういった分の、今現在、リバティに活用されていると

いう方が実態を把握をしていないということでおっしゃられましたけれども、そういう申請

をされるわけですから、そういった方々へのフォローというかな、そこら辺の案内あたり

を広く、活動がやまらないような形でサポートしていただきたいんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 市の行事等につきまして、リバティで日程的に重ならなければ、極力リバティを御利用く

ださいということで推進をしているところでございます。 

 以上です。（「以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 保健体育使用料はいいですか。（「重ねて言いましたからいいです」と呼ぶ者あり） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これで、13款１項５目．教育使用料についての質疑を終わります。 

 これで、９ページから27ページの歳入についての質疑を終わります。 

 次に、平成27年度嬉野市一般会計補正予算（第８号）の歳出についての質疑を行います。 

 初めに、28ページの第１款．議会費についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、歳出29ページから34ページまでの２款．総務費について質疑を行います。 

 29ページの１項．総務管理費、１目．一般管理費について質疑の通告がありますので、順
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次発言を許可いたします。初めに、山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 15節の工事請負費、防犯灯整備事業であります。120万円の減額になっていますが、この

分の各区に分けて３基までということでありますけれども、その分が、その区ではもう使っ

たけれども、まだ欲しいが、ほかの区が余っているよと、減額にならないような形で横の調

整というのはなさっておられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 今回、防犯灯減額をお願いしているところでございますけど、当初予算で300本予定をし

ておったところですけど、入札等の関係で300本切るような形で入札が行われております。

それで、一旦減額になり、契約額としては減額になったところでございますけど、最終的に

は増額の変更をいたしまして300本になるということで今回300本を工事で取りつけを行って

おります。ただ、120万円がどうしても、変更額が大きかったということで最終的に300本つ

けたということで今回は120万円の減額をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、各区からの要望は満たしたということで考えてよろしいわけですね、入札減だ

けということで。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 区からの要望どおりで実施をいたしております。 

 以上でございます。（「以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に19節、山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それじゃ、19節の老朽空き家対策事業であります。これにつきましては、該当がなかった

ということですけれども、現在、危険空き家というのは全体的に嬉野市は何件の把握をな

さっておられますか。 
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○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 ４件ということでしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 嬉野地区、塩田地区わかりましたら、その４件のうち示していただきたいと思います。 

 その４件が今回の状況には対象にならなかったということですか。それともほかの理由が

あるんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 塩田、嬉野、各２件ずつになります。 

 それと、今回は助成の対象、受ける方の該当がなかったということでございます。 

 以上です。（「ちょっと聞きにくかった」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 もう一回お願いします。 

○総務課長（辻 明弘君）続 

 今回、補助金の交付要綱がございますけど、補助を受ける申請がなかったということでご

ざいます。 

 以上です。（「了解しました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 29ページの一般管理費の委託料、職員の健康診断でありますけれども、簡単にいきたいと

思います。 

 当初426万円計上されて今回100万円減額された、その要因をお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 
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 お答えいたします。 

 今回、入札を行いまして、26年の業者とかわった業者ということになりまして、その結果、

入札の価格が、単価が落ちまして、今回減額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 すみません、もう愚問で幼稚な質問で申しわけないんですけれども、これは健康診断等に

おいても入札という形をとっておられるのですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 今年度、27年度から入札すべきだろうとなってきておるということで今回入札を行いまし

た。 

 以上でございます。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく29ページから30ページまでの１項．総務管理費、６目．企画費について質疑

の通告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 私は、財産管理費ですね、25節．積立金。基金運用については、いろんな考え方があると

思いますけど、まず主要な事業の説明書の１ページ、その他参考となる事項の中で、県債に

ついても、２月１日のあれで売却したと記述がありますけど、金額的とか、その辺の内容は

どのように詳細はなっているんでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（井上親司君） 

 お答えいたします。 

 ここには記載しておりませんが、県債は２億円となります。売却代金と合わせまして２億

467万4,438円の売却額となっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 
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 私の質問の要旨に書いてありますけど、この運用に関しては、委員会の中でもいろんなさ

まざまな意見が出されたと思います。そういう中で、考え方の違いでしょうけど、ここにも

書いておりますけど、私はこういう国債、そういう買いかえですよね、こういうことが一般

で言われたらマネーゲームのような感じがするんですけど、そういうのを行政が行うのは行

為としてちょっとおかしいのではないかという気がしたもんですから、こういう質問をして

おりますけど、その点はどのようにお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（井上親司君） 

 お答えいたします。 

 公金ですね、ましてや数億円という単位になりますので、これを運用するということにつ

きましては、当然、議員御心配されるのも私も理解できます。マネーゲームと言われますが

た、マネーゲームというと、そのリスクを考えながら大きな利益を得る、そういうふうに理

解しておりますが、この国債というのは、国が期間中の利息と償還日での額面での買い戻し

を確約するものです。ですから、そういった意味で紙くずになるような信用リスク、そう

いったものはありませんので、マネーゲームには当たらないというふうに考えております。 

 また、資金運用につきまして、国との考え方ですが、地方財政法というのがあります。こ

れの第４条の３で、積立金は銀行その他の金融機関への預金、国債、その他の確実な方法で

運用しなければならないという規定があります。国が認める適切な運用方法であるというふ

うに認識をしております。 

 また、最近の動きですが、国債運用の先進事例につきましては、全国から多くの自治体が

視察に来ております。そういったことで、今後こういった運用される自治体が全国的にふえ

ていくというふうに思っております。 

 それから、基金本来への目的への影響ということになりますが、これは基金ごとに国債運

用しても影響がない範囲で額を決めております。さらに、予想し得ない基金の取り崩しとか、

急激に金利が上昇した場合にしばらく凍結する、そういった可能性もありますので、その間

には基金間での融通を行うということで、そういった規定を設けて対処するようにしており

ます。 

 最後に、錯誤等も心配されると思いますが、これにつきましては、いろいろな安全策を、

今回、手順として債権運用指針を改めまして規定をしております。 

 今回のこの国債運用につきましては、厳しい経済環境の中で貴重な財源を、自主財源を少

しでも得ようとするために、自治体に現在求められております必要なスキルということで御

理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（田口好秋君） 

 いいですか。（発言する者あり） 

 次に、大島恒典議員。 

○12番（大島恒典君） 

 今度、地域公共交通会議委員費が減額になった理由をお聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えいたします。 

 地域公共交通会議は、地域公共交通活性化協議会と合同で開催をいたしましたので、委員

報酬につきましても、地域公共交通活性化協議会予算から支出をしていたものでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 大島議員。 

○12番（大島恒典君） 

 わかりました。 

 １点だけですけれども、けさの新聞にも載っておりましたけれども、新幹線リレー方式が

ほぼ確実じゃないかと思っております。そういった中で、新幹線駅を生かした２次交通です

ね、そしてまた、乗り合いタクシーの路線変更、ルート変更の問題もあります。そういった

こともありますので、今からなるだけ、とにかくリレー方式になった場合、嬉野温泉が非常

に不利な状況に置かれると思いますので、その辺に関して活発な議論をしていただきたいと

思っておりますが、その辺について。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 新幹線の開業に伴いまして、非常に２次交通の重要性が増してくると思います。この辺は

十分に協議を今後続けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 25節。大島議員。 

○12番（大島恒典君） 

 それでは、積立金ですけれども、先ほどの山口議員の質問でもう理解したわけですけれど

も、１点だけ。この運用については会計管理者が行われるということで認識しとってよろし
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いですか。 

○議長（田口好秋君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（井上親司君） 

 お答えいたします。 

 会計管理者が行うということであれば、これは厳密に言えば会計課で行うというふうに御

理解いただきたいと思います。支出とか収入に関する決定は、制度上市長の守備範囲になり

ます。会計管理者は補完、あと、その審査、そういったものが担当となりますので、基金、

こういった運用に関しましては、市長の命を受けて会計課長が行うというのが正確な制度上

のことだというふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 大島議員。 

○12番（大島恒典君） 

 わかりました。今度の運用につきましては、私は賛成のほうでおります。こういった国債

の運用ということで、元本保証ということでリスクはないわけですよね。そういったことで

しっかり運用していっていただきたいと思います。 

 以上。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 あらかた理解をいたしましたけれども、ただ、今回はうまく運用されたからよかったわけ

なんですけれども、そこら辺の運用に関する規定、規則というか、これはどこを見ればよ

かったのか、私、全然それを見つけ切らなかったんですよね。こういうことに関しては、き

ちんとした形で定められてありますかね。 

○議長（田口好秋君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（井上親司君） 

 先ほど申し上げました指針、この中で一定の規定はしておりますが、実際の運用に際して

は、売却する際の目安、例えば利息が４年分相当超えるような売却益が出た場合とか、そう

いったものは内規という文章化はしておりませんが、上司ともその辺の目安というか、そう

いったものは設けております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 きのう必死になって私探したんですよ。でもそういうことが見つからなかったので、今後

については、やっぱりきっちりと規則かなんかで定めておかないと、冒頭申しましたように、

うまくいった場合にはいいんですけど、うまくいかなかった場合については誰が責任をとる

のかというふうな問題にもかかわってまいりますので、少し御検討をいただきたいというふ

うに思います。 

 もう１つは、今回、20年ものの利回り、大体どれくらいですかね。そして、言いましょう

かね、20年ものの利回りで0.305ですよね。これが今30年債の利回りが0.460になっておりま

す。今回20年債をお買いになったわけでありますけれども、今後30年債等についても、ここ

の文言に書いていますように、「20年国債の切りかえを図るために」というのがありますけ

れども、もう30年国債、これはもう売却は途中でできるわけですので、そこら辺の利回り等

考えたときに、その購入するお考えがあるのかどうかということについてお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（田口好秋君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（井上親司君） 

 まず、最初の御質問ですが、きちんと制度化するということについては当然必要だと思い

ますので、先ほど申し上げました内部的なそういった数値の目標とか、そういったものも

しっかり文書化していきたいというふうに考えております。 

 それと、利回り等につきまして、30年債の運用についてどうかということになりますが、

やはり流動性リスクという面で長期保有について若干の懸念があります。30年債の利回りと

20年債の利回りを比べると、やはり年数の割には非常に20年が有利であるということを考え

ておりますので、そういった２つの面から、当面20年債を中心に運用すべきであるというふ

うに判断しております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 非常にこれも初心者みたいな質問で申しわけないんですけれども、この財産運用の分で、

結局、積立金、これは運用ということで合併振興基金運用1,611万4,000円計上されておりま

すけれども、こういうものについては、当初で科目存置かなんかしなくてもこういう形でで

きるんですかね。 

○議長（田口好秋君） 
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 会計管理者。 

○会計管理者（井上親司君） 

 その問題につきましては、財政とも協議をかなり行いました。先進事例なんかも参考にし

ておりますが、やはり結論としては、毎年見込めるものではなくて、売却益が出る年出ない

年、なかなかこれが予定が組めないということで、今回と同様、発生したときに科目まで含

めて補正をお願いするということで今考えているところです。 

 以上です。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 13節はいいですか。（「何やったかな」と呼ぶ者あり）委託料。（「委託料は国際交流事

業かな」と呼ぶ者あり）山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これは小さい数字なんですけれども、国際交流事業で48万4,000円減額されております。

この理由だけお答えをいただきたいと思います。委託料の、30ページの上から２番目。 

○議長（田口好秋君） 

 減額要因。うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 ちょっとすみません。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午前11時27分 休憩 

午前11時27分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 48万4,000円の減額につきましては、嬉野温泉文化交流事業ということで、中国の遼陽市

のほうに訪問いたしましたけれども、その確定による減額でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 と思っておりました。これは市長にお尋ねしますけれども、これは来年度の当初になるの

か。そしたら一点だけ。今、県が遼寧省との交流事務所をもう閉鎖いたします。今後につい
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て市長がどうお考えになっているかということだけお尋ねをしたいと思います。嬉野市とし

て。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 今回、県の国際交流の、いわゆる事業を一本化していきたいという意見もあられまして、

遼寧省と、もう１つは上海地区の分については一般的な国際交流の中で取り組んでいくとい

う形になるわけでございますけれども、私どもといたしましては、今まで積み重ねたことも

ございますし、もう１つは、今、嬉野高校、塩田工業を、これはまた新年度も遼寧省と国際

交流事業を続けていくということでございますので、私どもとしてはもう支援をしていきた

いということで、そういう意味で交流は続けていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく30ページの１項．総務管理費、８目．情報管理費について質疑の通告があり

ますので、順次発言を許可いたします。初めに、森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 それでは、質問をいたします。 

 30ページで、説明書では２ページに掲げてあります。情報管理費、委託料でございます。

これは、自治体情報セキュリティ強化対策事業ということで、今回、補正で上がってきたわ

けでございますけれども、説明によれば、来年７月にもう稼働予定で今回上がったと、導入

予定でございますけれども、いわゆるテスト期間まで含めて十分間に合うのかどうか、まず

その点を御確認させてください。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 平成29年７月からという期限もございますので、これに間に合うように整備をしていきた

いと考えております。スケジュールといたしましては、28年12月末までに環境整備を行いま

して、29年１月から３月までをテスト期間ということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 
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 いわゆる全国の対象自治体は当然こういう対策をされているということで、その中で間に

合いますかというちょっと質問をしたところでございます。当然、今年度も、同じ名称では

ないにしても、同じような対策が28年度もまた考えられるのかどうか、一応その点だけ教え

てください。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 この分につきましては、国の補正予算に伴いますもので、繰越事業と。28年度に繰り越し

ということで、各自治体、全国の自治体が取り組んでいくわけでございます。嬉野市におき

ましても、インターネット業者、その環境整備を行ってもらっています業者さんにスケ

ジュールを合わせながらやっていくように、とにかく間に合うようにしていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これは、委員会の中で説明を受けましたので、取り下げます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、31ページの２項．徴税費、１目．税務総務費について質疑の通告がありますので、

発言を許可いたします。森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 質問いたします。 

 31ページです。職員手当等で今回300万円の減額が生じておりますけれども、手当の減額

で、いわゆるそのほかの共済費等までの影響がなかったのかなと思いまして、そちらのほう

の発生はなかったですかというお尋ねでございます。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 今回の人件費の補正、３月に補正を行っておりますけど、主に育児休業者の分の減額を

行っております。この税務総務費についても該当いたしますけど、休業中も事業所の負担の

共済費につきましては費用がかかりますので、今回、減額を行っておりません。12月に税務

総務費の共済費については補正で減額をいたしているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これで、歳出、21ページから34ページまでの総務費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出、35ページから39ページまでの第３款．民生費について質疑を行います。 

 初めに、35ページの１項．社会福祉費、３目．老人福祉費について質疑の通告があります

ので、発言を許可いたします。織田菊男議員。 

○15番（織田菊男君） 

 私は、19節の負担金、補助及び交付金について質問いたします。 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業について質問いたします。 

 負担軽減はどのような福祉にするものですか。また、事業内容はどういうものでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業というのは、そもそも社会福祉法人の利用促進

のためのものでございます。それで、低所得で生計の困難な利用者に対しまして介護サービ

ス料の軽減を行った社会福祉法人に対し、その一部を助成するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 この事業を行う法人は市内でどこですかね。それから、これは金額が14万円ですから、そ

う大きいことはできないと思いますが、どのような形で行われるか。そしてまた、年齢は大

体どのくらいの方、それから対象者は何名ぐらいになりましたか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 この対象の社会福祉法人については１カ所でございます。それで、対象者と言われました

けれども、これは介護サービスでございますので、介護サービスを利用されている方が対象

ということになっております。それで、今現在、その対象となる方は、在宅で利用されてい

る方が８名。それで、施設の利用者が７名ということでございます。 

 以上でございます。（「事業所名わかる」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田口好秋君） 

 １カ所の名称。 

○福祉課長（田中秀則君）続 

 その福祉法人という１カ所の事業所名ということでございますかね。（「はい」と呼ぶ者

あり）よろしいですか。その名称というのは、社会事業の助成会でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 次に、同じく35ページ、１項．社会福祉費、８目．臨時福祉給付金費について質疑の通告

がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、増田朝子議員。 

○４番（増田朝子君） 

 私は、35ページの臨時福祉給付金費、19節の補助金でお尋ねします。 

 こちらは対象者の方に6,000円の給付金とありますけれども、まず1,152万6,000円の減額

になっております。まず、この給付金の対象者数と申請者数、それと給付率をお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 対象者数については、全体で6,974名でございます。それに対して、申請者数については

5,341名でございます。それで、最終的に28年２月末現在でございますけれども、給付率は

76.66％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今の給付率が76.66％ということですけれども、この減額の要因はどういうことでしょう

か。やっぱり本当は100％に近いほうがいいと思うんですけれども、それと給付は、確認で

すが、３月いっぱいということですかね、給付の期限というかですね。（「はい」と呼ぶ者

あり）そしたら、減額の理由を、どうしてそういうふうに申請者が少なかったのかをお伺い

します。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 
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 この対象者数の6,974名のうちには、生活保護者の方、それから課税者の扶養の方、それ

から辞退の方がいらっしゃいます。その方たちが全部で280名程度、実際いらっしゃいます。

そうしますと、その給付率は若干上がりまして81％ということになるわけでございますが、

こちらのほうでも最終的に催促ということで、申請されなかった方については１カ月前ぐら

いにまた再度のお願いを、通知をやっておりますけれども、それについては、もうどうして

もなかったということに対しては、ちょっとこちらのほうでもどういう理由なのかがわかり

ませんが、あと施設とかなんとかに入っていらっしゃる方については、後ではっきりしたと

ころでまたお出しをしていますので、そこのあたりはわかっていますけれども、最終的な原

因というのはちょっとこちらのほうでは把握しかねます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 280名の方が対象者外ということですけれども、前年度も給付金があっていますけれども、

前年度に比べての給付率、前年度の給付率とかをお伺いしますとともに、申請時とか給付時

のときのいろいろ問題とか課題はなかったでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 すみません、ちょっと先ほどの生活保護者、課税者扶養、辞退の数が280名と申し上げま

したが、380名でございます。失礼しました。380名です。それを除いたら81％ぐらいになる

ということでございます。 

 それからもう１つ、前年度と比較しますとということですが、前年度は支給率が76.12％

ということでございますので、若干数字的には上がっているというふうなところでございま

す。 

 それから、よその、例えば、市外にいらっしゃる方とか、いろんな事情でいらっしゃる方

については、こちらのほうも把握できる範囲でそちらのほうに通知を差し上げまして、給付

をできるだけしていただいているという状況でございます。 

 以上です。（「問題点とか課題は」と呼ぶ者あり） 

 問題点については、やはり多量な事務のやりとりというか、通知をしている関係で、相手

の方はこちらにやったと。しかし、こちらとしては受け取っていないと。そういうトラブル

が少しありましたけど、そういうのが大きな、一番問題点としてはそういうのがあるのかな

と。それから、それに対しての事務については、かなり事務としては大きな負担ということ
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になっておりますので、ちょっとそれで少し事務量がふえて大変だったなという記憶はして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 大体の内容はわかったんですが、一点だけお聞きをいたします。 

 今、先ほど課長の答弁でいきますと、7,300人という対象者というふうにここにあるわけ

ですが、実質対象者は6,974名ということで、先ほど言われた、いわゆる課税対象者だとか、

そういった方を引いて、実際が6,974名ということで理解してよろしいのかというのが１点

と、それと実際、76％というふうな数字をおっしゃったわけなんですが、ちなみに参考まで

に近隣の自治体等々のデータ等を持ち合わせておられましたら、そこまでお示しをいただき

たいというふうに思います。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 最初の当初予算で7,300名というのは、前年度の関係の部分で7,300名と予算化しておりま

したけど、最終的に私が申し上げた6,974名というのは実質の数ですので、そちらのほうの

部分が最終的には正しいということで、少し多目に予算としてはしておったという状況でご

ざいます。 

 それからもう１つは、近隣の市町の状況については、ほぼそのくらいだろうということで、

正式には把握しておりませんけど、大体同じぐらいというふうにはちょっと聞いております。 

 以上でございます。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 委託料は、13節はいいですか。（「いや、もういいです」と呼ぶ者あり） 

 次に、36ページの１項．社会福祉費、９目．年金生活者等支援臨時福祉給付金費について

質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、増田朝子議員。 

○４番（増田朝子君） 

 年金生活者等支援臨時福祉給付金についてお尋ねします。 

 説明書では８ページになります。こちらは今回の補正で１億500万円と補正が上がってお

りますけれども、こちらの申請、来年度に繰り越しとなると思いますけれども、申請時期と

給付開始の時期をお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 
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 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 これも合同常任委員会のときに説明を申し上げましたけれども、国の補正予算ということ

で、全国共通に３月補正にどこの自治体でもしているということでございますが、これにつ

いては一億総活躍の一つであるということで、繰り越しをしていくというふうなことでござ

いますけれども、この部分についてはできるだけ早くということでございます。それで、申

請時期については、これについては杵藤広域の中である程度統一化をされておりまして、い

ろんな通知文とか、そのような形を出さなくてはいけないということで、申請時期について

は５月中旬から８月中旬の３カ月間ということで予定をしております。それで、給付開始に

ついては６月末からの予定でございまして、大体９月末までということを予定しております。

また次の新年度の分がありますので、そういうことで、今、予定をされております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今、申請時期を５月中旬から８月中旬、給付開始を６月末から９月末ということで御答弁

いただきましたけれども、こちらで、やはり先ほどの臨時給付金も一緒ですけれども、事務

的なことが大変かと思いますけれども、また来年度の給付金が入ってくる。そこの対象者の

方がちょっとこう、また年齢も違いますけれども、何か迷わない、戸惑われないように、広

報とか、あとちょっとこう、多分いろいろな問い合わせとかあるかと思いますけれども、そ

ういった対応とか、そういったのを周知の方法とかはどのように考えていらっしゃいますで

しょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 これにつきましては、臨時福祉給付金もございました。それからまた、今回、新しい年金

生活者等支援臨時福祉給付金ということで、段階的に徐々にありますので、それについては

防災行政無線、市報、それから回覧のチラシ等で、できるだけ皆様に周知を図っていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、田中政司議員。 



- 363 - 

○14番（田中政司君） 

 それでは、質問をさせていただきたいと思いますけれども、非常勤職員２人を雇いという

ふうに書いております。要するに、今回この事業、国のほうからどういうことか、急にぽっ

と３万円ずつやりますというふうなことで27年度の補正ということなんですが、ここに来て、

私が思ったのは、先ほど５月から８月の申請をして、６月末から給付というふうな説明でご

ざいます。そういう中で、非常勤職員の５カ月掛け２名とあるわけですよね。ここら辺の職

員の採用等がいつからなのか。今の時期、この補正で上げて、果たしてそこら辺のタイムラ

グ的に、スケジュール的に、どうも非常に難しいといいますか、そこら辺があったものです

から、その非常勤職員あたりの５カ月分というのと、そこら辺の説明をタイムスケジュール

的に説明していただきたいというふうに思いますけど。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 通常であれば、臨時福祉給付金とかというのは年度中途でございますので、臨時職員とい

う形で予算を計上させていただいております。しかしながら、今回、３月補正ということで

繰り越しということでございますので、繰り越しで当初から行くということで、途中、８月

までは年金生活者の部分。それからあと、９月以降につきましては、もう１つ新年度予算で

出てきます遺族年金とか、そちらのほうの、またもう１つの部分の事務が発生をいたします。

そういうことで、それにつきましては県ともやりとりをしまして、通常、もう１年を通じて

の雇用という形もいいということで御承認いただいておりますので、今回は非常勤職員とい

うことで、今回の職員採用試験ですかね、そちらのほうにもしていただいて進めておる次第

でございます。そういうことで、１年間を通じての雇用という形でやっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 大体わかりました。 

 一点だけお聞きをしたいんですが、要するにこれは国庫補助金として100％補助なんです

が、通常、例えば、今、課長のほうは５月中旬から８月までにして、６月末から順次給付を

していくということなんですが、要するに、この財源といいますか、給付をするための財源

というのは確実に入ってから支払うんですか。それとも、支払った後に幾ら支払いましたと

いう形なんですかね。参考のためにお聞きしたいんですけど。 

○議長（田口好秋君） 
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 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 これについては、臨時福祉給付金の場合も同様でございましたけど、一応事務は事務とし

てやっていきますけれども、最終的には概算で国のほうからいただきます。最初に前払いと

いう形で、後で概算金で来るんですけれども、そして最終的に、例えば、年度をまたがりま

すと、後で最終的に精算ができた段階で残った分については返還をすると、そういう形を

とっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 そしたら、いつごろというか、入金が概算として入るというのは大体いつぐらいになるん

ですか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 概算は、もうある程度の数字は決まっておりますので、年度当初ぐらいには来るかという

ふうに思っております。最終的に精算の段階はちょっとまだわかりませんが、今のところ概

算としては年度超えて当初ぐらい、四月、五月ぐらいに来るんじゃないかというふうに考え

ております。 

 以上です。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 ２人の議員の質問で私の質問は大枠理解いたしましたけど、一点だけ確認させていただき

ます。 

 今年度の、今、安倍首相の肝いりの一億総活躍社会ということで、こういった形があって

いますけれども、申請主義、申請に基づきということで御答弁があったんですけれども、そ

の中で今回が3,500人ですか、あります。3,500人というのは行政のほうで把握している大枠

の人数じゃないかと思いますけれども、その分で実際申請に至らなかった、もしくは知らな

かったということがないように、せっかくこれだけありますので、交付金で100％出ていま

すのでしっかりと浸透を図っていただきたいと思っております。 
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 また、来年度は障害・遺族年金等々の該当者もありますので、非常に私もこんがらがって

おります。内容は似ているけれども、ちょっと違うという面ありますので、一般市民にはぜ

ひ浸透徹底をしていただいて、フォローができるような形でお願いをしたいと思います。 

 それと、マイナンバーが始まって、ことしから始まっていくんでしょうけれども、それの

兼ね合いというのは直接はないんですかね。その情報の把握の中で。 

 以上です、どうぞ。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 この分についてはちょっと私もあれですけど、マイナンバーとの関連についてちょっと存

じ上げません。今のところは特にないかというふうに思います。 

 以上です。（発言する者あり） 

 それから、実際にもらえないというか、そういうようなことがないように、先ほども申し

上げましたけれども、いろんな機会を通じて周知等を徹底したいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 元気な高齢者が一番いいんでしょうけど、中にはいろんな自分の、体の問題を含めて、

キャッチできないという方に、明らかに3,500人の中に、申請者と話す中で、この方もそう

だという分がわかりましたら、これはあえて市のほうからそういった形でこういった分があ

りますよということをお知らせすることはとられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 こちらでは、先ほども申し上げましたけれども、28年度中に65歳になられる方ですよね、

この方たちに非課税世帯については３万円ということで3,500名という試算をしているわけ

でございますけれども、この方たちについては、あくまでも申請主義というのは基本として

していかなくてはいけないというふうに思いますが、それについては先ほども申し上げまし

たように、例えば、施設にどこかに入所をされたとか、そういうことについてはできるだけ

把握をして、もらえるものはもらえるような形をとっていきたいというふうに考えておりま

す。 



- 366 - 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 国のほうが、一億総活躍担当大臣を含めて、関係大臣が示しておられますけれども、実施

方法は、今、できるだけ費用、事務面で、両面で、できる限りの簡素で効率的な方法で支給

をするということで書いてありますが、いろんな面で戸惑いもあろうかと思いますけれども、

そこら辺を国が示しておられる形で、問題は該当者に100％に近い状態で支給するというの

が旨でありますから、再度確認をします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 100％が本来の姿でしょうけれども、いろんな事情であるかというふうに思いますが、努

力をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 議案質疑の途中ですが、ここで13時まで休憩いたします。 

午前11時59分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（田口好秋君） 

 それでは、休憩前に引き続き議案質疑の議事を続けます。 

 ３款．民生費、２項．児童福祉費、１目．児童福祉総務費について質疑の通告があります

ので、順次発言を許可いたします。田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 それでは、37ページの民生費について質問をいたします。 

 当初予算の事業説明書の65ページ、昨年度の新規ということで利用者支援事業ということ

であるわけですが、今回、補正で非常勤職員の共済費等々、ほとんど減額ということで補正

が組まれておるわけですが、この減額の理由についてお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 この事業につきましては、今年度から子ども・子育て支援の新制度が開始されたというこ
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とで、国、県の補助事業として実施されたものです。内容につきましては、専門の職員を配

置しまして、子育て支援の情報提供とか、必要に応じた相談、助言、さらには関係機関との

連絡調整等の事業を行うというのが事業内容であります。嬉野市としましても、国、県の補

助事業ということで、子育て支援の充実を図るために事業を実施したいということで手を挙

げたんですけど、結果的に国、県の事業採択がおりなかったということで、今回、減額補正

ということで計上しているところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 そしたら、当初予算を組んでいたけれども、国、県からの採択がおりなかったということ

ですか。ちょっと意味がわからなかったんですが、それは例えば、やろうとしたけれども、

採択がおりなかった。採択がおりなかった理由というのは、じゃ、どういうことなんでしょ

うかね。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 理由としましては、国の予算以上に手を挙げる自治体が多かったということで、その中で

国のほうで中身の精査をもとに採択できない市町村が出てきたということだと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 嬉野としては、採択がおりなかったからやらなかったということでの今回の減額なんです

が、これがいつごろ採択ができないということだったのか。今になって、ここまできていわ

ゆる減額ということじゃなくて、そうであるならば、もう少し早い時点での減額補正という

のが本当は必要じゃなかったのかというところと、それと、確かに国、県の補助があっての

子育て支援ということだろうというふうに思うんですが、１年間のこういった非常勤の職員

を雇っての事業ということで、市として仮に補助金等がなくても本当にやらなければならな

い事業ということであるならばやって、その後、いわゆる補助金というか、国、県からの補

助という形になるんじゃないかなという気がするわけですね。ですから、そこら辺でどうい

うことだったのか、この２点、最後にお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（田口好秋君） 
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 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 事業採択の可否につきましては、夏ごろだったと記憶しております。所管としては、当然

今度新しく支援制度が始まったということで若干戸惑いとかもありましたし、そういったと

ころで子育て支援の充実を図るためにはぜひ取り組みたいということで手を挙げたところで

すけど、結果として採択されなかったということで、単独事業でも所管課としてはやりたい

気持ちはあったんですけど、やはり全体の財政的なことを考えれば、今回減額せざるを得な

かったということです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 今、田中政司議員と同じ質問ですので、取り下げた経緯なり内容は理解いたしました。そ

のことで、それを当てにしているというか、予定していて、年度末になってとれなかったと

いうことで、現場での戸惑いなり混乱というのはなかったですか。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 この事業につきましては、先ほど申しましたように相談業務等を中心とした事業でありま

して、当然、新制度に移行した場合、そういった相談件数とかが増加するものと見込んでい

たわけですけど、新制度に移行しましても、嬉野市自体が保育園とか幼稚園そのままの状態

でまだ移行しておりませんので、特にそういった相談件数とかも増加したということもあり

ませんでしたし、担当の職員で十分対応できたというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 私、これ全般で通しで質問していますけれども、利用者支援事業並びに地域子育て支援拠

点事業、そのほか一時預かりとかが減額になっているんですけれども、この国からの補助金

が今回採択できなかったのは事業者支援事業を含めてほかにもあるのか、確認いたします。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 採択にならなかったのは利用者支援事業のみです。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、これは当初でもいいんでしょうけれども、28年度におきましては事業者支援事

業は計上されていないように見えますが、また年度途中でも復活というかな、申請をされる

用意があるんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 今、議員言われたように、28年度当初予算には計上しておりませんけど、国の事業採択が

見込まれる場合には、途中からででも手を挙げて申請はしたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく37ページの２項．児童福祉費、２目．母子父子福祉費について質疑の通告が

ありますので、発言を許可いたします。増田朝子議員。 

○４番（増田朝子君） 

 20節の扶助費で母子家庭自立支援給付金事業についてお尋ねします。 

 こちらは353万8,000円の減額になっております。まず、その減額の理由をお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 この事業につきましては、国の４分の３の補助事業でありまして、毎年実績として数名ず

つ上がっていったという経緯がありまして、27年度当初予算におきましても継続の方が１名

いらっしゃって、その方の分も含めて４名分の予算を計上しておりました。その継続の方に

つきましても、前年度末で終了、辞退というか、途中でやめられたこともありますし、新規

の申請が今年度は１件もなかったということで、今回、大幅な減額補正を計上したというこ

とであります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 こちらの事業はひとり親家庭の方のための事業と認識しておりますけれども、この事業自

体はひとり親家庭の保護者の方が、親の方が手に職を持つということは本当にすばらしい事

業と思うんですけれども、この事業に本当にそういう申し込み申請者がなかったということ

ですけれども、周知的にはどのようにされていらっしゃるのかというのをお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 周知につきましては、市のホームページにも掲載しておりますし、制度の内容が変わった

ときには市報とか回覧とかでも周知を行っております。さらに児童扶養手当の現況届が毎年

８月にあるわけですけど、そのときにこの助成制度についての説明とか相談に応じていると

ころです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 給付の申請時に相談に応じていらっしゃるということですけれども、そのときに相談され

るときに何が原因で、そういうふうな申請をされようと思っていらっしゃる方はいらっしゃ

ると思うんですけれども、何が支障になっているんでしょうかね。 

○議長（田口好秋君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 先ほど答弁しましたように、過去には３名から５名の方が毎年この事業を利用されていた

わけですけど、今年度に限っては１人の利用もなかったということで、何が支障になってい

るのかということにつきましては、ちょっとそこまでの分析はできておりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出35ページから39ページまでの第３款．民生費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出40ページから42ページまでの第４款．衛生費について質疑を行います。 

 初めに、40ページの１項．保健衛生費、２目．健康増進費について質疑の通告があります

ので、順次発言を許可いたします。初めに、織田菊男議員。 
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○15番（織田菊男君） 

 40ページ、19節．負担金、補助及び交付金について質問いたします。 

 この中で、高齢者はり、きゅう等助成事業について質問いたします。補助を利用して利用

できるはり、きゅう院の市内部、それから外部の院数、それから治療を受ける方の一番多い

故障の場所、治療の場所ですね。それから、おのおのの治療で１回当たりの金額は違うと思

いますが、一番高い金額と一番安い金額、平均は大体どのくらいでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 最初の質問の高齢者はり、きゅう等の助成事業を行っている事業者ですけれども、市内に

は14カ所、それから市外には９カ所ございます。あと、故障している箇所、治療している箇

所のところですけれども、一番多いのは腰のほうですね、腰、肩が一番多いです。それから、

金額的には、この高齢者はり、きゅう等助成事業につきましては、１回当たりの助成額は年

齢に関係はございません。はり、きゅうのどちらか１つを行う１術の場合が700円、それか

ら、はり、きゅう、マッサージのうち２つか３つ行う２術あるいは３術の場合が900円と

なっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 １つの治療で大体何回ぐらい通院されますか。はり、きゅうは大体高齢者の方が定期的に

通院をされるのが多いということを聞いておりますが、これは大体内容的にはどのように

なっていますか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 治療を受けている方の分析は行っていないんですよね。というのは、助成があって、それ

で先ほどのはり、きゅうを使うということで700円と900円ということで助成しております。

それで、大体、今回補正でお願いしているのが予定として2,130件ということで見込みを立

てさせていただいております。この方々が何回使っているかという分析までは行っておりま

せん。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 40ページの委託料ですね、がん検診事業の増額の130万円ということでありますが、非常

によいことだろうというふうに思うわけですが、ここは説明書を見ますと、要するに集団検

診の子宮がん及び乳がんというものがあるわけですが、データ提供というのがあるんですが、

ここら辺の増額の要因あたりを説明いただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 今回の補正につきましては、対象者のうち今年度に受診された方が当初見込んでおりまし

た人数よりも多くなっております。内訳の主なものとしては、20回実施をいたしました集団

検診のうち、子宮がん検診において、１回の受診日に41人以上受診がある場合の人数を250

人と見込んでおりました。それに対して、55人ぐらい増加をするということで、305人とい

うことで予定をしております。 

 それから、乳がん検診については、当初、全体で730人ということで見込んでおりました

けれども、受診者に対して160人ぐらい増加をするという見込みを立てまして、大体890人程

度の受診者が見込まれるということで今回補正のほうを計上させていただいています。 

 それから、最後のデータ提供料ですけれども、これについては検診機関からデータ提供料

が当初、要精密の方だけの大体500人の分で、１人１件ということで積算をさせていただい

ておりましたけれども、これにつきましては、検査項目、全人数の分のデータ提供料が必要

ということで、件数が増加をしたために今回の増額となっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 要するに41人以上の検診で人数もふえたわけですが、130万円のいわゆる内訳といいます

か、要するにデータ提供料がかなり一気に500件から8,000件って、ここら辺が大きな要因な

のかどうなのかというのをお示しいただきたいと思いますけど。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 先ほどがん検診の関係の対象者の増に伴うということで、子宮がん検診につきましては増
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額を見込んでおりまして、その分が15万6,750円、それから乳がん検診ですね、乳がん検診

につきましては78万2,880円ということで増加をしております。もう１つのデータ提供料、

これにつきましては18万円の増というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく40ページ、１項．保健衛生費、８目．環境衛生費について質疑の通告があり

ますので、発言を許可いたします。田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 40ページの環境衛生費の旅費なんですが、12万円の全額減額補正ということなんですが、

これについての説明をお願いいたしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（副島昌彦君） 

 お答えいたします。 

 この旅費につきましては、東京のほうで水資源保全の全国自治連絡会の総会及び研修会と

いうことで12万円の計上をさせていただいておりましたが、まず、研修会については、今年

度がちょっと中止というか、なかったということと、総会につきまして、同日程でどうして

も出席ができなかったということで、やむなく出席ができないということで全額減額の計上

をさせていただいている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出40ページから42ページまでの第４款．衛生費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出43ページから45ページの第６款．農林水産業費について質疑を行います。 

 初めに、43ページの１項．農業費、３目．農業振興費について質疑の通告がありますので、

発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今回、青年就農給付金750万円減額がされております。説明では４名の離農者、そして、

新規が夫婦１組ということでの説明がありましたけれども、もう少し詳しい御説明をお願い

したいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えいたします。 

 まず、４名の離農者等でございますけれども、１名が本人の家族より給止届が提出されて
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おりまして、もう農業が一時期できないということでございます。それと、その次に、お勤

めの方は完全に離農をするという意向を書類として出しておられます。それと、もうお一人

の方は年に２回、就農の実績報告を１月と７月に提出をしていただいて、審査をしておりま

すけれども、その中で就農の従事される日数が不足しておられて、給付該当がしないという

ことでこの方も給付を停止しております。それと、もうお一人の方が、相続をされて、譲渡

所得があられて、この所得制限が250万円以上の所得があれば給付を停止ということになっ

ておりますので、その方がお一人おられると。計４名の方が離農等で給付を停止しておると

いうところでございます。金額といたしまして、前段の３名の方が150万円の３名ですね、

それと先ほどの所得制限の方が75万円、それと新規で夫婦の方が申請があるかもわからない

ということで予算化しておりました225万円、その分を合計いたしまして750万円を減額して

おります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 譲渡の分、所得制限とか、それとかあるいは実績が足らなかったということについては理

解はできるわけなんですけれども、前段の２名の方ですね、離農、お二人とも大体離農です

けれども、ここら辺については、これが10年以上もたってからだと話がわかるんですけれど

も、ただ単に２年ぐらいの間でそこら辺のところが審査する時点で予測ができなかったのか

どうかということを考えるんですけど、いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えいたします。 

 その２名の中の１名の方は後ほどお答えをしてよろしいでしょうか。もう１名の方は、認

定が１年、平成26年１月から就農をされておりまして、鋭意努力をされておったかと思いま

すけれども、最終的に結果としては、やはり就農を続けていける状態ではないということで

本人が判断をされたということで、今回、給付停止ということになっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 あんまり深くは言いませんけれども、やはり国の制度だからということで、ここら辺のと

ころがやっぱりある程度補助金として交付をする時点で、本人確認等を含めて行っていただ
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きたいということだけを要望して終わります。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく43ページの１項．農業費、４目．茶業振興費について質疑の通告があります

ので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それについては理解いたしましたので、取り下げます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく43ページの１項．農業費、８目．畜産業費について質疑の通告がありますの

で、順次発言を許可いたします。初めに、森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 質問をいたします。 

 43ページの負担金、補助及び交付金のほうですね、死亡獣畜処理対策事業で27年分、１月

から12月までの１年分を見ますと、豚で537頭、牛で23頭という処理の実績になっておりま

すが、この死亡に至る主な原因が何か、ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えをいたします。 

 死亡の頭数が増加した要因といたしましては、１月の例年にない大雪、それと気候の変動

によりまして肺炎等の病気にかかるものが多かったというところもございます。それと、自

然淘汰と申しますか、大体統計的には１割から１割５分の死亡頭数の中で圧死をするとか、

そういうことも統計としては出ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。全体の中では何％であるのかという疑問を私も持っておりました

けれども、大体１割ということでわかりました。 

 それと、いわゆる寒さ等でということでございましたので、原因についてはわかりました。 

 そしたら、今の何％ぐらいの割合というところもお答えいただきましたので、わかりまし

たので、結構でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、増田朝子議員。 

○４番（増田朝子君） 
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 同じく今の森田議員の質問で原因等はわかりました。まず、こちらの処理場はどちらにあ

りますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えをいたします。 

 現在、市内の農家の方が処理するために持っていかれるところは川棚町にあります業者の

ところでございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 皆さん川棚のほうにですね。畜産が死んだときに処理場へ持っていかれるんですが、この

処理場はそれぞれが個人で持っていかれたりとか、業者のほうに頼まれて処理場に持ってい

かれるということでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えいたします。 

 ほぼ各農家さんが自分で搬送をしておられます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく43ページ、１項．農業費、９目．農業農村整備費について質疑の通告があり

ますので、発言を許可いたします。森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 それでは、同じ43ページでございます。 

 この事業に関しましては、いわゆる当初の予算から51％の減額ということで、金額も相当

大きいところですけれども、原因と、それからいわゆる当初の見込みをされたときの積算の

根拠といいますか、その辺をお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えをいたします。 

 まず、当初の予算につきましては、５地区の実施地区を想定しておりまして、予算化をし

ておりました。合計の予算として3,800万円。それで、国への要望も同額で行っておりまし
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たが、昨年の７月に最初の国からの交付決定がまいりまして、減額をされてきたというとこ

ろでございます。それにあわせまして、その５地区から３地区に減らして、実際、27年度の

事業としては工事等を行っております。当初の予算化するときの金額の積算でございますけ

れども、うちのほうでの積算と、それと見積もりとを合わせまして予算化はしておるところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 いわゆる国のほうからの削減というのが第一の要件ということですね。非常に積算する段

階で難しいだろうなとは思いますけれども、今後やはり数字上の動きだけを見れば、こうい

う当初の積算をより慎重にやっていただきたいということで思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出43ページから45ページの第６款．農林水産業費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出46ページ、第７款．商工費について質疑を行います。 

 46ページ、１項．商工費、２目．商工振興費について質疑の通告がありますので、発言を

許可いたします。森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 46ページについてお尋ねをいたします。 

 今回、補償料ということで金額が上がっておりますけれども、数字、88件のうちのいわゆ

る設備資金、それと運転資金の割合はどのようになっていますか。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 88件のうち、設備投資が23件、運転資金が65件でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 はい、わかりました。本来なら設備のほうが多いのかなというふうなちょっと期待もして

おりましたけれども、運転資金のほうがより多かったということで、はい、理解いたしまし

た。 
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○議長（田口好秋君） 

 次に、同じく46ページの１項．商工費、４目．観光費について質疑の通告がありますので、

発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 負担金の分ですけれども、ハウステンボス周遊観光協議会が20万円、佐世保沿線活性化協

議会が17万8,000円、当初予算から丸々減額がされております。説明によりますと、ハウス

テンボスについては会議がなし、沿線活性化協議会についてはＪＲ九州支社が設立できない

というふうな説明があっておりましたけれども、どうしてこういうことになったんですかね。

結局呼びかけ人というのは、周遊観光協議会についてはハウステンボスですかね。そして、

佐世保沿線活性化協議会についてはＪＲ九州支社が呼びかけ人だというふうに理解をいたし

ますけれども、当然こういう形で会議をして活性化していこうということの中で、各沿線あ

るいは関連のところに予算づけというものをお願いしたというふうに思うんですよ。それが

何も会議がない、設立できないということでこういう結果になるというのはいささか不可解

なんですけれども、そこら辺の事情等を御説明いただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 まずもって、ＪＲのほうからお話しいたしますと、実はＪＲのほうからお話があって、負

担金を当初予算に計上してもらって、協議会を立ち上げたいのでということでお話をいただ

いた中で、結局、11月に各自治体を回って説明された話では、１市１町が予算化していない

ということで、結局、あとの残りの２市２町は計上してもらっているんですけどということ

だったので、それをお話ししていた中で、やはり一つは１市が、もう１つ、大村線の活性化

協議会のほうにも加入されていて、ちょっとそこが二重になってしまうということで、どう

しても協議会のスタンスには、趣旨には賛同できないということで、そういうのがございま

して、成立ができなかったということで説明に来られたのが一つと、あとハウステンボスに

つきましては、協議会の中でも事業がなかなかおくれているということで、協議会を開催し

てくださいという中で、やはり以前説明しましたけれども、要するにハウステンボスが業務

が多忙であったということで事業設計そのものも立てていなかったということがあって、11

月に会議を行った際に、どうしてももう27年度は事業をすることができないということで、

おわびの言葉とともに、負担金は徴収いたしませんということでした。引き続き28年度も事

業を計画及び実施することができないので、28年度も負担金は徴収しないという説明を受け

ております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 ハウステンボスについては、完全にこけにされている状態じゃないですか。事業計画も何

も上げていない中で、各協議会に予算づけだけしなさい、それはちょっとあんまりだという

ふうに十分に抗議すべき問題だというふうに私は思いますけれども。結局、それに対して向

こうはどう言うのかわかりませんけれどもね、こういう形で行政が振り回されるというのは

非常にいかんともしがたいというんですか、そういう気がいたします。 

 そして、結局、ＪＲ九州にしたって沿線に対して何をしたかったのか。２市２町は計上し

て１市１町が計上しなかった、そこら辺の理由。そして、今、先ほど大村線等々言われまし

たけど、ダブるどうのこうのって。そしたら結局、ＪＲ九州がどうしてもそういう形でした

いというならば、１市１町だけ外して２市２町でやってもいいんじゃなかったんですか。そ

こら辺のところはＪＲ九州に言われましたか。これは設立する時点から非常に曖昧、協議会

そのものについての考え方。いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 私自身も憤りをちょっと感じておりまして、説明に来られたときに、１市１町を除いて実

施すればどうですかという話もちょっとお話しいたしたんですけれども、結局、予算額がか

なり縮小するので、協議会の中の活動が規模がちょっと縮小するので、運営がなかなかでき

づらいということで説明を受けました。とりあえず協議会を立ち上げる計画を立てた３市３

町にはそれぞれに説明をして理解をいただくというようなことを話を聞いたところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 理解どころか、私どもは当初予算で計上された時点において、何らかの形で活性化できる

だろうというふうなところで議決をしているんですよね。それが最終土壇場になってこうい

う乱暴なやり方で減額に至るということは納得できない。そこら辺のところは市長はどうお

考えになりましたか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 まず、ＪＲさんの件でございますけれども、いわゆる私どもといたしましては、以前の経

緯もございまして、ＪＲさんに各駅でキャンペーンをぜひ行っていきたいという中で、数回

御了解いただいてしてきたわけでございまして、そういう中で連携をやっていこうというこ

とで話が参りましたので、私どもとしてはもちろん了解をしてきたわけでございますけれど

も、一応全体まとまらなかったということで非常に残念には思っておるところでございます。 

 また、ハウステンボスさんにつきましては、少し事情が違うわけでございまして、いわゆ

るハウステンボスさん自体の企画がございまして、その予算の中で私どもの周囲も含めて実

行される場合と、この私どもが組んだ予算だけで実行される場合と少し差がありまして、そ

ういう点でハウステンボスさんのほうも自分たち全体の予算の中で一緒にやっていきましょ

うというようなお話もいただいたところでございますので、今後そういう連携はしていただ

けるというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出46ページの第７款．商工費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出47ページから52ページまで、第８款．土木費について質疑を行います。 

 47ページの１項．土木管理費、１目．土木総務費について質疑の通告がありますので、発

言を許可いたします。増田朝子議員。 

○４番（増田朝子君） 

 19節．負担金、補助及び交付金の中の負担金で、九州横断高速自動車道佐賀地区連絡協議

会と有明海沿岸道路県南西自動車道建設促進期成会ということで、こちらが両方とも会議が

減額になっておりますけれども、まず、もう一度減額の理由をお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 これは２協議会、期成会とも国、県への要望活動をやられている分でして、負担金をずっ

と今まで納めてきております。事業費が結局繰り越しをされてきているわけです、今までが

ですね。予算が十分残っていますので、その分は今回とりませんということで、事業は続い

ていくんですが、繰り越し分が多いので、市町村の負担を減らそうということで減額を全額

させてもらっています。両方ともですね。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 
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 じゃ、予算があるからということで負担金は発生しないということですね。たしか昨年の

26年度も見ましたところ、減額になっていました。じゃ、会議自体は行われているというこ

とで理解してよろしいんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 最初の九州横断高速自動車道の佐賀地区連絡協議会というのは、先ほど言いましたように、

総会とか、情報交換はやっておりますが、毎年、西日本高速道路株式会社への要望書を提出

しております。その中で、それぞれ２カ所になりますけれども、佐賀高速道路事務所と久留

米高速道路事務所からその要望書に対する回答が来ております。そういう活動でして、この

組織団体が７市３町です。どういうことかといいますと、高速道路に対する影響といいます

か、いろいろ問題が発生したときに、各市町から要望を集約して、それに対して西日本高速

道路株式会社のほうに要望をしていくというような事業でございます。それが１点ですね。 

 あと、有明海のほうは団体がいろんな組織がありまして、行政が４地区です、４市町です

ね。それとあと、商工会が４団体。地区からいいますと、鹿島、嬉野、白石、太良です。そ

この商工団体、議会、それと農業団体、嬉野にはございませんが、漁業団体、それと観光の

ほうですね、観光協会、それと各市町の区長の代表の方、そういうところから組織されてい

まして、ここも国会議員さんとかそういうところに要望活動を、早期に着工してくださいと

か、諫早のほうまで延伸をお願いしますとかという要望活動をやっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 内容的には理解できました。そしたら、26年度も27年度も減額ということですけれども、

今後はこの予算化に関してはどんなふうなことになるんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 同じように要望活動はやっていくと思いますけれども、行く人数でも旅費関係でも大分変

わってくると思いますので、組織立って数多くの団体が参加されて要望活動すると、当然交

通費とか宿泊代がかかりますので、そういうときに使うということで、総会やっていません

ので、次年度がどういう活動、事業計画を立てるのかによって使う費用というのは決まって
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くると思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、50ページの４項．都市計画費、１目．都市計画総務費について、質疑の通告があり

ますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 簡単にいきます。報酬、まちづくり委員会委員10人、21万6,000円減額になった理由をお

尋ねいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 これは新幹線の駅周辺、駅前のまちづくり委員会でございまして、27年度に２回やってお

ります。すみません、26年が２回やっております。27年が５回やっております。８回を予定

しておりましたけれども、会議８回でまとまりつつあります。市長のほうに３月いっぱいに

提言をしていただくということになっておりますので、欠席されたり回数がちょっと少な

かった分で減額をさせていただくという形になっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 欠席された部分があってこのような数字になっているわけですね、回数だけじゃなくして

ね。はい、わかりました。 

 それで、文化・スポーツ振興課の文化振興審議会でもありましたけれども、これもそうな

んですけれども、結局、８回が５回で済んだ、10回が５回で済んだというふうに、スムーズ

にいったからこれで済んだというふうに説明を受けると、当初の計画、そのような計画をし

たときにどのような形で考えたのかというふうな疑問を抱かざるを得ないんですね。ただ単

に会議がスムーズにいったからこれで済んだと言われると、どうも納得がいかないんですよ。

だから、当然こういう会議を開催する場合については、回数についてもある程度考えながら、

こういう会議だと５回なら５回で済むだろう、６回なら６回で済むだろうというようなとこ

ろで考えながら予算を組んでいただきたいというふうに思います。だから、余りにも予算づ

けするときに多目の回数ばっかりするのはいかがかというふうに思いますので、今後ぜひ検

討していただきたいということだけ要望して、お答え要りません。 

○議長（田口好秋君） 
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 これで歳出47ページから52ページまで、第８款．土木費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出53ページ、第９款．消防費について質疑を行います。 

 53ページ、１項．消防費、５目．災害対策費について質疑の通告がありますので、発言を

許可いたします。山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 災害対策費の工事請負費、説明を聞きますと、河川監視のカメラ設置の浦田川に入れてい

る分が減額になっているということですけれども、減額の理由を先にお聞きします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 これは当初の予算で100万円お願いを計上していただいておりましたけど、今回、藤津

ケーブルビジョンさんのほうで監視カメラを２台、塩田川と浦田川に設置をしていただくと

いうことで、既に設置をいただいたわけですけど、それを協定を結びまして御利用をさせて

いただくということになりましたので、今回計上した分を減額しております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 当初で100万円計上されておって、27年度ですね、今回100万円、そのまま全額ですけれど

も、既に設置をしているということですか。塩田川、浦田川に各１台ずつ。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 当初は市のほうで設置を予定いたしておりましたけど、先ほどの２台ですね、設置をいた

だいたということで、それを利用させていただく協定を結ばせていただきましたので、今回

減額をしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 ちょっと確認しますけれども、市が予定していました２台を地元のケーブルテレビさんが

設置をされたということですか。それじゃ、その目的、機能というのは同じなんですか。 
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○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 当初予定をしておりました塩田川の河川を見るというふうなカメラを設置を予定しており

ましたので、今回設置いただいた２カ所で今のところ補えるんじゃないかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 続けて、19節。山下芳郎議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 19節ですが、耐震対策緊急促進事業の減額、241万2,000円です。当初761万1,000円あった

んですけれども、この分は何件の予定の分のうちの何件が減額になったんでしょうか。それ

と、この分の減額になった施設については、改めて耐震の補強の対策を講じられる、これは

申請でしょうけれども、される予定なんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 今回のこの減額につきましては、１件の分の減額と。１件の分の対象の経費が事業費が減

額になっておりますので、この補助額が減額になったということになります。全体で３件で

すね、昨年の26年度から繰り越しをしていた事業と合わせまして３件の耐震診断がこれで終

わったということになります。28年度につきましては耐震補強の設計の分に補助を出すよう

に予定をしております。 

 以上です。（「それじゃ、先ほど言いましたけれども、耐震予定が減額になったけれども、

また改めてされる予定があるのかとか」と呼ぶ者あり） 

 今回は耐震診断の補助でしたので、耐震診断がこれで３件のうち３件とも終わりましたの

で、28年度は耐震補強の設計の補助に移るということになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出53ページ、第９款．消防費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出54ページから58ページまで、第10款．教育費について質疑を行います。 

 初めに、54ページの１項．教育総務費、２目．事務局費について、質疑の通告があります

ので、順次発言を許可いたします。初めに、織田菊男議員。 

○15番（織田菊男君） 
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 貸付金について質問いたします。 

 奨学金について質問いたします。今年度は全ての奨学金が残っていますね。貸付者が計画

より下回ったものか、どういう理由ですかね。 

 それから、ほかの市外の奨学金は借りる人がふえていると聞いていますが、市の奨学金は

周知が足らないんですか。借りるための条件が厳し過ぎるんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 お答えいたします。 

 奨学資金が残っているということでございますけれども、高校と専門学校については新規

貸与の申請がありませんでした。継続貸与生のみの貸与になったということで減額をしてお

ります。 

 ほかの奨学金の現状はということですけれども、先日の委員会の折にもそういう委員から

の指摘がありまして、私、以前の機構に東京のほうにお尋ねをした結果、今現状、機構のほ

うは随時貸し付けを行っているけれども、あんまり従来と変わらないという状況の答えをい

ただいております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 奨学金は返済があってこそ成り立つと思うんですよ。大体計画どおりの返済は行われてい

ますか。奨学金の内容はどういうふうになっていますか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 計画どおり、若干おくれがちの方もいらっしゃいますけれども、今年度スムーズに返還を

行っていただいているところです。先ほどの広報が足りないんじゃないかというようなこと

の質問がちょっと私が回答いたしておりませんけれども、そのことについては各学校、中学

校、高校、それからホームページ等で広報は十分に行っているということで理解をいたして

おります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、増田朝子議員。 

○４番（増田朝子君） 
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 同じく質問ですけれども、減額の理由とかが大学、専門学校の利用者がおられなかったと

いうことで理解できましたけれども、以前、委員会の中で、過去の分の返済の割合がなかな

かということもお聞きしていましたけれども、そのときに今後貸し付けるときに条件等を

もっと厳しく、本当に本人さんが進学のために使えるように、きちんと本人さんの意思を確

認してということでやったんですけど、その後、貸し付けるときの要件として変わりがあっ

たかどうか、お尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 決算等で御指摘をいただいております。その以降、今現在、28年度の応募をいただいてい

るところでございます。その応募につきましては、28年度は26年度以前程度の応募の件数は

あっております。その資格につきましては、条件は今から教育委員会のほうで審議をいただ

くところですけれども、例えば、ほかに奨学資金の貸与を受けていないこととか、嬉野市に

２年以上の住所を有する者の指定であること、学業、成績、学費の支弁が困難であること等

の条件は変更ない形で審議をいただくということで理解をしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 以前、貸し付けるときに、例えば、本人さんの学費じゃなくて、生活費にも流用されるこ

ともあるとか、あと本人さんの知らないところで貸し付けがあっていたというのをちょっと

お聞きしたので、そのときにきちんと本人さんの、例えば、作文を書いてもらうとか、そん

なして応募要件にしてはどうかという提案を委員会でなされたかと思いますけれども、それ

はいかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 お答えいたします。 

 申請に当たっては、今現在、学校長を経由して申請をいただいております。ですから、次

年度から高校に行かれる方は中学校の校長先生、それから大学に進学される方は高校の校長

先生の内申、成績と合わせていただいております。作文までというのはまだ28年度の申請に

当たっては提出をいただいておりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 大体今のでわかりましたけど、１点だけお聞きをしたいのが新規に専門学校と高校の奨学

資金の応募者というのがなかったというふうなこと、さっきそういうふうなことだったんで

すが、なかった要因というのがどういうものなのかというのが何となく把握できているのか

どうか、そこら辺ちょっと若干お聞きをしたいですが。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 今、27年度がこのような形になったというのは私ども把握はできておりません。従来から

の高校の方が５名そのまま継続をされていらっしゃいますし、大学につきましては５名の継

続と新規の方が５名あったということで理解をしております。なぜこうなったかというのは

把握できておりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 先ほどの申し込みのやり方なんですが、いわゆる学校の先生、校長先生を通じてというふ

うな形で今説明を受けたんですが、奨学資金の貸与条例というのがあって、それに沿ってい

くわけですが、そこら辺のいわゆる借り方のシステムというかな、そこら辺について若干も

う少し制度的に簡単にと言ったらちょっと語弊があるかもわかりませんが、タイムラグ的な

問題と、そこら辺について検討されたという経緯はないですか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 28年度は私ども今受け付けをしておりますけど、かなりの件数があっております。数的に

いえば20名以上の方が申請していただいておりますし、その広報の仕方が悪いという形はい

らっしゃらないと思います。まずお困りといいますか、12月、11月ぐらいからどうにかでき

ないだろうかという保護者の方の問い合わせもあっておりますし、次に学校に行かれる方は、

ちょっと厳しい方は学校なり教育委員会に相談があっているものという理解をしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、55ページ、２項．小学校費、１目．学校管理費について質疑の通告がありますので、

順次発言を許可いたします。初めに、増田朝子議員。 
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○４番（増田朝子君） 

 15節．工事請負費で質問させていただきます。 

 体育館天井等改修、説明書では14ページになります。こちらですけれども、まず、改修工

事のそれぞれ五町田小学校、嬉野小学校、吉田小学校とありますけれども、改修工事の工期

の予定をお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 お答えいたします。 

 現在、あくまでも予定なんですけれども、小学校３校、中学校１校の設計委託を約３カ月

ほど考えております。それ以降、学校と調整ですね、一遍にはちょっと無理でしょうから、

それ以降、順次行っていきたいと思います。ちなみに私が考えるには、例えば、嬉野小学校

と嬉野中学校は緊急避難箇所にもなりますから、同時にそこは避けていただきたいという考

えは持っておりますけど、いずれにせよ、同時にというか、工事の業者さんもありますから、

そういうことで検討いたしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今、予定としては３カ月ぐらいという御答弁だったので、期間としては大体屋根にどのく

らいかかられるのかということと、あと、２番目ですけれども、工期、工事があっていると

きに、学校で体育館の２階というか、そこで学校塾が行われているところがあると思います

けれども、そこの対応はどんなふうに考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 27年度も小学校３校を工事を行っております。いずれにせよ、いずれの期間も大体３カ月

程度工事はかかってございます。それで、学校塾の体育館使用もありましたけれども、例え

ば、五町田小学校は今現在、体育館を使用しないで学校塾はされていますけど、吉田小学校

は学校に問い合わせた結果、多目的スペース、それからミーティングルームを利用を考えて

いらっしゃいます。嬉野小学校も低学年、中学年、高学年を分けて計画はいたしますからと

いうことで、支障はないということで理解をいたしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 そしたら、あわせて部活動とか、そういうのはその期間は練習は中止になるんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 そうですね、体育館は今年度も、例えば、リバティを利用していただいたり、学校を

ちょっと利用していただいております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 小学校の天井ですね。 

○議長（田口好秋君） 

 13節と15節あります。 

○14番（田中政司君）続 

 13節と15節の委託料と工事請負費ですね。今の説明で大体わかったんですが、いわゆる小

学校、下の中学校あわせての体育館の天井の改修工事なんですけれども、今度、前倒しでや

るということなんですが、これで市内全必要な天井の改修はことしで終わると、完了をする

というふうに考えていいのか、それだけです。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（堤 一男君） 

 御指摘のとおり、完了いたします。 

○議長（田口好秋君） 

 よろしいですか。先ほどですね、田中政司議員、事務局費の中の25節．積立金はよかった

ですかね。（「よかったです」と呼ぶ者あり） 

 そしたら、次に、56ページの３項．中学校費、１目．学校管理費について質疑の通告があ

りますので、発言を許可いたします。田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 先ほどもう一緒に聞きましたので、中学校も一緒ということでお聞きしましたので、取り

下げます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出54ページから58ページまで、第10款．教育費についての質疑を終わります。 
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 次に、59ページから60ページの第11款．災害復旧費について質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、61ページ、第12款．公債費についての質疑を行います。61ページの１項．公債費、

２目．利子について質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今回、当初で１億3,118万円計上がされていたものが今回700万円減額ということで、説明

では利率の見直しということでの説明を受けましたけれども、その詳細について御説明いた

だきたいと思います。 

 そして、今、借り入れの利子の最高利率というのはどれくらいなのか、それまで合わせて。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えをいたします。 

 61ページ、長期借入金利子の700万円の減額の詳細ということですが、借り入れる際に利

率見直しを条件として借り入れる起債がございます。その見直しを行ったところ、利子が安

くなったという事情と、もう１つ、これまで説明しておりませんでしたけれども、予算作成

段階の想定利子と実際に借り入れを行う際の利子に差が生じるケースがございます。具体的

に申しますと、前段の見直しについては、平成17年度に借り入れた償還期限20年の臨時財政

対策債や減税補てん債など５本の借り入れの利率見直しが10年後、平成27年に行われました。

当初1.4％で借り入れたものが0.2％に低下をしております。その分の総額で約300万円、そ

れと予算段階の想定した利子と実際の借り入れ時期の利子の差が約400万円、合わせて700万

円が減額といたします。 

 それと、現在借り入れている利子につきましては、恐らく0.2％、今回下がった0.2％ぐら

いが主であります。 

 近年の利子の動向につきましては、後立って報告させていただきたいと思います。すみま

せん、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 全体の利息からすれば微々たるものなので、余りそう深く追及もいたしませんけれども、

先ほど課長が言った、昨年度も最終的には補正で400万円の減額になっておりますよね。今、

課長が言われたように、今の利率等の推移を見たときに、当初予算の計上の時点である程度

の金額というんですか、そこら辺の予想というのは立てられないんですかね。非常にそこら
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辺は難しいですかね。それだけをちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 結局、説明で利率の見直しだけ説明されると、非常に頑張ってこうしたのかなというふう

な気がいたしますけれども、結果的にそこら辺の予算との差とかいうことになると、やっぱ

り先ほど申しましたように、予算時におけるそこら辺の推計といいますか、そこら辺のとこ

ろも合わせて考えてもらわなきゃいけないんじゃないかなという気がいたしたもんですから。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 利率の動きといいますか、そういったものを御説明しますと、2010年が1.8％から２％と

いうのが５件ありまして、これが2010年の最高値でございます。2011年が1.6％から1.8％の

部分が４件で、これが最高の部分。それと、2012年が1.4から1.6％が３件で、これが最高利

率の部分になります。それと、2013年が同じく1.4から1.6が２件と、これが一番大きな利率

の部分になります。それと2014年が1.2から1.4が１件で、この利率が最高の利率の区分にな

ります。それと、2015年になりますと、これが0.6から0.8が最高の利率ということになりま

した。今申し上げましたように、ずっと低下傾向であることは確かにわかるんですけれども、

2014から2015が約0.6％ぐらい下がっておりますもんですから、そのあたりでどうしても、

例えば、去年が最高が1.4だったからことしも1.4というふうな見積もりをしますので、どう

してもそこのあたりでだぶつきが出るということで今回みたいな最終的に減額補正をお願い

する事態になると、そういったことでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 もうほとんど臨財等々含めても固定金利、10年借り入れとかいう固定金利で推移をしてい

くわけですかね。例えば、ちょっと小学生みたいな質問で申しわけないんですけれども、繰

り上げ償還というか、そういう形でもって金利の見直しを図ると、大きいものについてはね。

そこら辺のところについては融通はできないんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えをいたします。 

 繰り上げ償還につきましてはできると思いますけれども、一旦借り入れたものを借りかえ

るというんですかね、そういったのはちょっと難しい現状にあります。違約金とか、そう
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いったものが発生する可能性もございますのでですね。 

 それから、ほとんど固定金利で推移をします。今回のように10年ごとに見直しをするとい

う条件のものが幾らかございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで歳出61ページの第12款．公債費についての質疑を終わります。 

 これで歳出についての質疑を終わります。 

 これで議案第24号 平成27年度嬉野市一般会計補正予算（第８号）についての質疑を終わ

ります。 

 次に、議案第25号 平成27年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

の質疑を行います。 

 69ページから74ページの歳入について質疑を行います。 

 74ページ、９款．繰入金、１項．他会計繰入金、１目．一般会計繰入金について質疑の通

告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、生田健児議員。 

○１番（生田健児君） 

 ５節．その他一般会計繰入金、赤字補填分について、理由とこれからについての考え方を

教えてください。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 県広域化までの赤字解消について、平成26年度の税制改正と合わせ、平成25年度末から

5,000万円の赤字補塡として一般会計から繰り入れをお願いしております。その際、平成22

年度から医療給付費の総額が横ばいから減少に転じている状況、また社会保障制度改革の一

環として消費税増減分を財源とした国民健康保険の保険者支援が開始されたのを勘案し、平

成27年度からは赤字解消を図っていくという計画を立てさせていただきました。平成27年度

に入り保険給付が増加をいたしております。特に７月診療分で９月支払いの保険給付の分が

一月で１割程度、額にして約2,000万円増加をしております。理由は高額なＣ型肝炎の治療

薬が保険適用をされ、１錠当たり８万円を超える金額の治療薬であり、12週間服用すること

により調剤費が673万円かかる計算になっております。保険給付費が当初想定していないよ

うな形で上昇していることが大きな要因であります。その他高額医療、あるいは入院の増加

といったものもふえております。このような要因により、今回の増額の計上となっておりま

す。 

 それから、これからについての考え方ということですけれども、今後につきましては、国
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保については平成30年度からは県統合となります。それまでに累積赤字の解消に努めなけれ

ばならないということで県の指導を受けておりますが、今回の想定外の医療費の伸びにより

まして、非常に厳しい状況であるというふうに考えております。27年度の決算が確定した後、

状況を分析、それから検証をして、赤字解消計画の見直しを行い、再度議員の皆様方におか

れまして説明をさせていただきますし、シミュレーションを含め検討をしていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 わかりました。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 わかりません。これね、5,000万円、25年だったですよね。そういう中で、今回、この補

正で１億円と、びっくりぽんだったんですが、要するにいわゆる法定外の繰り入れですよね。

そういう中で、じゃ、幾らまでこれができるんだという話になるんですよね。単純に片方は

税金で、26年に改定をして、五、六千円ぐらい上がったんですかね、26年の会計でですね。

やってきて、そして、一気に高額医療になって、ことしのさっきの説明でいけば高額になっ

て、急に足らなくなったと。ということで、今回5,000万円だったのを１億円、３月の補正

でやりますということなんですが、じゃ、これが２億円も幾らも法定外に繰り入れるという

ことが可能なんですか。こういう何も説明なくて、ただ単純に一般会計から繰り入れますよ

ということで、どれぐらいまでこれが許されるのか、私、そこら辺が若干わからないんです

が、そこら辺のまずどれぐらいまで繰り入れというのが可能なのかというのは何かであるん

ですかね。お教えいただきたいと思いますけど。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 法定外繰り入れを幾らまでという限度はございません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 
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 じゃ、幾らまでしてもいいって、限度というのはないということなんですね。そういう中

で、要するに考え方として、健康保険税をとにかく上げて繰入金をしないようにしている自

治体もあるわけですね、実際。そういうところもあると思います。逆に法定外繰り入れをど

んどんどんどんやって、保険料は上げないという自治体も全国にはあるわけですよね。そう

いう中で、今度30年に統合をするということなんですが、まずお聞きしたいのは、私が持っ

ている資料が全国のやつしかなくて、佐賀県内のいわゆる自治体のあり方というのがちょっ

と資料を持ち合わせていなくて、お聞きをしたいんですが、そういう中で統合をするという

ことになれば、一般会計からの繰入金、あるいは法定外の繰入金等のいわゆる率というのが

ある程度そろっていないとおもしろくないんじゃないかなという気がいたしますが、そこら

辺の考え方としてどういうふうになっているのか、あるいはデータ的にあるのかどうか、お

教えいただきたいと思うんです。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 26年度実績ですけれども、嬉野市を含む佐賀県内の10市のうち、県内では９の市が赤字と

いうことでなっております。20市町のうちで13市町が赤字ということで聞いております。各

自治体においては、税率改正も行っておりますけれども、一般会計からの繰り入れという形

で、金額の大きいところは３億円とかされているところもあります。ただ、うちのほうとし

ては、27年度から赤字の解消に努めると、累積赤字の分を努めるということで予定を立てて

おりましたけれども、今回の高額な薬剤の分の急激の増、その分が想定をしていなかった部

分です。薬剤につきましては、先ほど言いましたけれども、１錠当たり８万円、それからほ

かの薬では６万円という高額な部分になっておりますので、今回、この高額になった医療費

の分、給付費を上げた分に関しては、国、県のほうに交付金なり等の要望をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 大体わかりました。次を言うと、当初予算に絡んでくるかもわかりませんけれども、要す

るに考え方として、今回そういうふうに急な高額医療ということでこういうお願いをしたけ

れどもという話なんですよね。考え方として、例えば、28年度あたりも当初予算あれですけ

ど、要するにそういった事例かれこれあった場合に可能性としてあるわけですよね。そう

いったことも踏まえて、いわゆる30年までに今後税の見直しというものを考えるのか、それ

とも赤字分を補塡という、繰り入れという形で今後いかれるのか、そこら辺の大体今からの
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持っていき方をどういうふうに考えておられるのか、お教え願いたいと思います。市長でも

どっちでもよかですけどね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えをいたします。 

 26年度に税率改正をさせていただきました。税率については、佐賀県内では上位に当たる

税率であります。それから、国保の基本的な状況としては、高齢者、60歳以上の方が50％以

上の方が占めていると。それから低所得の方も非常に、率的には103万円以下の方が六十

何％かいらっしゃいます。そういう状況の中では、非常に税率の改正については難しいんで

はないかなというふうには思っておりますけれども、先ほどお話をした、まだ27年度の状況

がわかりません。それから薬剤のほうも８万円、高額の分、あるいは６万円の高額の分、そ

れが国のほうが来年の４月からはその額を30％ぐらい引き下げるというような答申も出てい

るようですので、その辺の状況を見据えた上でしっかりと赤字計画の見直しを行って分析を

して、それで議員の皆様方にも御説明をさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで69ページから74ページまでの歳入についての質疑を終わります。 

 次に、75ページから88ページまでの歳出について質疑を行います。 

 79ページ、２款．保険給付費、２項．高額療養費、１目．一般被保険者高額療養費及び２

目．退職被保険者等高額療養費について、質疑の通告がありますので、発言を許可いたしま

す。織田菊男議員。 

○15番（織田菊男君） 

 79ページ、高額療養費について質問いたします。 

 ことしは一般退職者の補正がありますね。計画より多くの人が使用したのか、１件当たり

の金額が多かったのか。最高金額はどのくらいでしょうか。また、高齢者医療の内容はどう

いうふうになっていますか。それから、高額医療で病気の多いのは何か、それから何人の方

がことしは利用されたか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 まず、高額医療費につきましては、同一月内にかかった医療費の自己負担額が高額になっ

た場合、一定の金額を超えた分が支給される制度であります。年齢や所得によって御本人が
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支払う医療費の上限が決められており、70歳未満の方につきましては限度額が所得区分によ

り３万5,400円から25万2,600円までの５段階に分かれております。70歳未満の方は、通常の

場合、医療費の３割を支払った後、高額療養費の支給申請をしていただきますけれども、事

前に所得区分の認定書を医療機関に提示することによって窓口の支払いの負担を上限額にと

どめることもできます。 

 それから、高額医療費につきましては、基本的には、上限額を超えた分を支給するという

ことで、その対象の病気等についてではなくて、かかった医療の分ですので、この高額医療

費にかかった分の対象者の病気の分析等については行っておりません。 

 それから、今後の高額医療費の見通しですけれども、医療費の自己負担が加重にならない

ように、医療費の自己負担額に一定の歯どめをかける仕組みであるために、医療給付費の動

向に合わせて推移をしております。そういう観点で先ほどお話をしましたけれども、高額な

薬剤が今度保険適用になっておりますので、保険給付が増加をすれば増加をするほど、この

高額の高額医療費のほうはふえていくと、影響を受けてふえていくというようなことになる

かというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田菊男議員。 

○15番（織田菊男君） 

 高額療養の予防のために今以上のことをやっぱり考えなくてはならないと思うんですよ。

理由は今から非常に高度な利用がふえて、治療費が多くなるんじゃないかと、これに対して

の考えはどういうふうな考えを持っていますか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 高額医療費につきましては、先ほど申し上げたとおり、本人さんが治療を受けて、その受

ける分で３割、70歳未満の方は３割の負担をしていただくわけですけれども、その額が高額

になった場合は本人さんにその高額になった分だけ支払いをするということであります。そ

れで、高額にならないような予防の対策はということですけれども、うちのほうが行ってお

ります特定保健の指導等で日常生活の改善、あるいは食生活の改善ですね、それと運動指導

的な分、そういったもので常日ごろ、自分の体は自分でつくるんだというような考えでうち

のほうも訪問指導を行っておりますので、高額な医療費がかからないような対策としては、

そういった対策を十分今後も展開をしていくということが一番必要だろうというふうに思っ

ておりますので、それに向けて努力をしていきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで75ページから88ページまでの歳出についての質疑を終わります。 

 これで議案第25号 平成27年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

の質疑を終わります。 

 次に、議案第26号 平成27年度嬉野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

ての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第27号 平成27年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第３号）について

の質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第28号 平成27年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計

補正予算（第３号）についての質疑を行います。 

 111ページから113ページまでの歳入について質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、114ページから117ページまでの歳出について質疑を行います。 

 114ページ、１款．事業費、１項．事業費、３目．整備費について質疑の通告があります

ので、順次発言を許可いたします。初めに、辻浩一議員。 

○６番（辻 浩一君） 

 まず最初にお尋ねしますけれども、９の旅費、それと負担金、これは同じことでしょう。

同じ研修でしたよね。それについて、まずお尋ね申し上げます。合同常任委員会のとき参加

できなかったので、減額というふうな説明だったんですけれども、この研修の内容がどうい

うものであるか、それと参加できなかったのか、しなかったのか、そこをお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（副島昌彦君） 

 お答えいたします。 

 旅費及び負担金につきましては、今言われたように、下水道事業団の研修の旅費及び負担

金がほとんどでございます。内容で、うちが研修を受けようとしていた研修内容につきまし

ては、実施設計の管渠、管渠設計というやつを一応予定に上げておりました。参加できな

かった理由といたしまして、私としては、研修を受けることによって技術の習得はもちろん

ですが、全国版でございますので、いろんな情報を得ることができるということで、極力参

加するように心がけてはおります。しかし、今回の研修、ほかにもいろいろな研修があるん

ですけど、かなり長期間にわたりまして、今私が行っている管渠設計は17日間、３週間に及
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ぶ研修でございます。このことにつきまして、日程等の調整を年に５回ほど事業団のほうで

も、この管渠設計は設定をいたしておりますので、何とかというふうに思っていたんですが、

今年度におきましては、特別会計で市営浄化槽事業関係をまた始めまして、それが順調に推

移いたしました。御存じのように30基を60基にというようなことで補正をお願いして、それ

ももう完工するような形になっております。このことが全てということではございませんけ

ど、なかなか調整等がつかず、参加したかったけどできなかったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 辻議員。 

○６番（辻 浩一君） 

 言ってみれば人手が足りなかったというふうに理解していいわけですか。 

○議長（田口好秋君） 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（副島昌彦君） 

 私のほうから人手が足りないというような発言は差し控えたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 辻浩一議員。 

○６番（辻 浩一君） 

 ここを聞いたのは、以前、一般質問で市長と議論した中で、人事異動のことを話をしたこ

とがあるわけなんですよ。そのときに要するに技術が必要な分に関しましては、じっくりと

人を育てるような人事配置というか、人事異動をすべきじゃないかということで議論したわ

けなんです。その中で市長としましては、技術がある人の作業、あるいは職員の研修等で十

分それは補完できるというふうなお答えだったもんですから、そういった意味では、これは

重要な研修だから、せっかく予算を立てているんだから、これは参加すべきだろうというふ

うに私は思うわけです。そういった意味で、今後についても含めまして、市長含め、御答弁

をいただきたいと思いますけど。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 担当課長が申し上げましたとおり、数年前に経験を持った方も採用できておりますし、最

終的にはつくったつもりでございましたけれども、新しく取り組みました市町村型の浄化槽

というのに市民の方も大変御理解をいただいて、各説明会等もいたしましたし、事業が周知
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をしたという事情がございまして、ちょっと長期の研修ができなかったということでござい

ます。いろんな研修は必要だと思っておりますので、できるだけ整備できるように配慮をし

ていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 理解できましたので、取り下げます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで114ページから117ページまでの歳出についての質疑を終わります。 

 これで議案第28号 平成27年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計

補正予算（第３号）についての質疑を終わります。 

 次に、議案第29号 平成27年度嬉野市浄化槽特別会計補正予算（第３号）についての質疑

を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第30号 平成27年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別

会計補正予算（第３号）についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第31号 平成27年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業

費特別会計補正予算（第３号）について質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第32号 平成27年度嬉野市水道事業会計補正予算（第２号）についての質疑を

行います。 

 まず、収益的収入について質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 簡単に。６ページのペットボトル水道水、今回、25万6,000円減額しています。その要因

だけお聞きをしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 環境水道課長。 

○環境水道課長（副島昌彦君） 

 お答えいたします。 

 当初予算にて販売額、収益的収入のほうで117万8,800円ほど計上させていただいておりま

す。これで平成27年度の実績見込み、２月末時点での実績見込みを計算したところ、そこま
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で販売ができないと、見込みができないということで25万6,000円の減額を計上していると

ころでございます。 

 以上でございます。（「その要因。その要因を聞いている」と呼ぶ者あり） 

 すみません、お答えいたします。 

 現時点で、２月末時点で9,300本ほどペットボトルを販売できております。去年の実績と

いたしますと3,000本ほど少なくなっております。要因といたしましては、内容的なものも

ございますけど、売れてはいるんですが、現在、水関係の飲料水等も結構民間のほうの販売

も多くなりまして、そういう意味では、当初予定していたほど売れなかったというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、収益的支出について質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 これで議案第32号 平成27年度嬉野市水道事業会計補正予算（第２号）についての質疑を

終わります。 

 議案質疑の途中でございますが、ここで15時まで10分間休憩をいたします。 

午後２時49分 休憩 

午後３時   再開 

○議長（田口好秋君） 

 それでは、休憩前に引き続き、議案質疑の議事を続けます。 

 ここから28年度予算に入ります。 

 議案第33号 平成28年度嬉野市一般会計予算について質疑を行います。 

 まず、歳入予算事項別明細書53ページから102ページの歳入について質疑を行います。 

 初めに53ページ、１款．市税、１項．市民税、１目．個人について、質疑の通告がありま

すので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 通告に私の名前が多過ぎていますし、きょうは課長も欠席ですので、非常に戸惑っており

ます。できるだけ簡略に質問をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、個人の分の中で、前年比1,478万円増額の予算計上がされております。そういう中

で、均等割は別として、所得割が前年比増額をいたしております。そのことの中で、説明で

は農業所得の減、給与所得の増というふうな説明があっておりますけれども、もう少しそこ

ら辺の詳しい説明をお願いしたいと思います。 

 それと、もう１つ確認ですけれども、先ほどから申し上げておりますように、一応給与所

得者については、後でまた資料をおいただきできますか。ちょっと数字が、昨年度もらった
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分とことしもらった分で数字がかなり違っておりますので。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 先ほどの資料につきましては、正式なものを後で提出いたします。 

 増加要因につきましては、給与所得について、景気の回復傾向があるということで、

1.6％の増を見込んでおります。あと、農業所得につきましては、米の仮払金等の減、それ

からお茶等の減収で２％の減を見ております。ほかには、特に株式譲渡が活発に動いている

というところで増加を見ております。トータルで、先ほど言われたように1.74％の増、

1,478万2,000円の増額を見込んでおります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そこで、これは法人税にもリンクしてくるんですけれども、結局、所得割が上がってきて、

法人税については、後で言いますけれども、そこは減額になっている。そこら辺のところの

非常に理解しがたい分のところがあるんですけれども、ある程度、これの数値というものに

ついては、積算された上でのこのような給与所得の伸びということで確認をしていいですか

ね。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 そのとおりで積算しているというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 わかりました。 

 もう１つは、農業所得の減ということでありますけれども、昨年までは大体同額で、あん

まり変わらないような数字で推移をしてきたんですよね。ことしについては、減数というふ

うなところになっているんですけれども、こういう傾向については、今後もこういう流れで

いくというふうに思っておられるのかということと、もう１つは、先ほど言い忘れたんです

けれども、退職所得が50万円減額になっております。その要因もあわせて御説明いただきた
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いと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 農業所得の分についてなんですが、赤字で、例えば、申告をされた方の数を見てみても減

少しているというところで、個々の農業所得の減少もあるんでしょうけれども、農業を営む

方も減ってきているというところもあるというふうに思います。それと、退職所得の減につ

いては、これはちょっとはっきりした根拠というのは、私はちょっと持ち合わせておりませ

ん。微減だという認識だろうというふうに思います。 

 以上です。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、53ページ、１款．市税、１項．市民税、２目．法人について質疑の通告があります

ので、順次発言を許可いたします。初めに、森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 それでは、質問をいたします。 

 法人の現年課税分のところでございますけれども、いわゆる均等割498法人ということで、

ここの件数については前年と同じでありますけれども、いわゆる金額で減を生じていること

の確認をしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 担当に確認をしたところ、この均等割については、３年間の平均で出したというようなこ

とを言っております。実際から考えれば、法人の均等割額の位置ですね、その位置が前後す

るわけですから、その辺を見込んで積算をするべきだろうというふうには思っております。

数自体は増減はないというところと、ランクが変わって金額が変わったというところだろう

というふうに思います。 

 以上です。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 数自体は増減なくても、微増はありますよね。結局、当初予算では498法人だったのが、

実績では489と、平成27年度については492ですから、３法人ふえているというふうなことに

なるわけなんですけれども、先ほど申しましたように、その前に法人税割は、これは税率改

正に伴っての14.7％が12.1％ということで理解していいんですね。はい、わかりました。 
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 先ほど申しましたように、結局、給与所得の増というもの、景気回復ということで見込み

ながら、この法人所得においては、法人税については、前年比619万2,000円の減というふう

に減額にされている。そこら辺の理由というものについては、どのように御判断されておら

れるんですか。私はその給与所得というものが上がってくれば、この法人税についても、当

然、増額計上されるんだろうというふうには思っておりましたけれども。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 法人税割額のもとになります額というのを27と28と比較をしてみますと、実は28のほうが

1.5％は増額をしているということで積算をしていると思います。最終的な額については、

先ほど言われたように14.7から12.1に下がった関係で下がっておりますけれども、27と28を

比較すれば、そういったことだろうというふうに思います。 

 以上です。（「1.5ね」と呼ぶ者あり）1.5％の増です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 法人税割の14.7から12.1に落ちた金額と、そこら辺のところの数字合わせて、それでそれ

を合わせた形の中で、今の景気状況、例えば、アベノミクス等々含めて、先ほど言われます

ように、それを勘案したときには、そこら辺の今回の積算の推移というものについては、な

かなかちょっと私、わかりづらい点があるんですけれども、そこら辺については、もう

ちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 法人税割を見てみますと、景気の低迷ということが言われているかもわかりません。確

かに原油安と、そういった株安とかいろいろあって、伸びるのかと言われると、伸びない要

因のほうが強いのかなという気はしておりますけれども、この積算をした段階では、そう

いったことで1.5％程度は伸びるだろうということを考えていたんだろうというふうに思い

ます。 

 ちょっと説明になっておりませんけれども、以上でございます。（「後で、そこら辺のも

う少し積算数字をお渡しいただけますか。私、ちょっと計算できなかったので、1.5という

数字と、例えば、14.2から12.7、そこら辺の差額というのをですね。後でそこら辺の積算数

字」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 
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 これで、１款１項２目．法人についての質疑を終わります。 

 次に、55ページ、１款．市税、２項．固定資産税、１目．固定資産税について、質疑の通

告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 家屋軽減については、昨年度指摘をいたしまして、見直しをされて、きちっと数字が出て

きたわけなんですけれども、これが家屋軽減が新築戸数の増加というふうなところで増加を

してきているというふうに思っておりますけれども、この積算、例えば、新築戸数、昨年度

の実績というものがどれくらいなのか、そして、固定資産税だけを見たときには、前年比で

261万1,000円の減額ということになっております。これは、土地と家屋の問題だというふう

に私は思っております。住宅戸数が、新築がふえる割には土地の下落というものがこのよう

な数字になってあらわれてきているんじゃないかなと思いますけれども、まず、そこら辺の

ところについてお考えを。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 まず、新築の家屋総数についてですけれども、住宅で74戸が出てきております。固定資産

税が下がっている要因というのは、確かに土地の下落の分だろうというふうに思います。そ

れと、あと家屋の分については、評価がえの年で幾らか価格が下がっている分があるのかと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 実際、土地については、確かに下落傾向がまだおさまっておりませんので、下がっている

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 大体新築戸数については、70から七十七、八の前後、ここ３年間、ずっとそのくらいの数

字でずっと推移をしてきているんですよね。ですから、そこら辺の固定資産の増加というの

は余り見込んでいない。そしたら、これが結局、家屋軽減ということになってきて、３年間

は２分の１で、３年後には通常の水準に戻りますよね。今の嬉野の状況を見ますと、結局３

年間過ぎた戸数、新築の家というのがかなり増加をしてきているというふうには思うんです

けれども、そこら辺のところの状況といいますか、はいかがなっているんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 
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○総務企画部長（池田英信君） 

 ３年経過の軽減額そのものについても、300万円程度増加をしているというふうに認識を

しております。新たにまた建つ家もございまして、その分に見合う分ぐらいの額は、軽減が

始まってくるというのが事実ですけれども、確実にその分は、300万円程度ずつは増加をし

ていくだろうというふうに思っております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 結果的には、今回の積算というものについては、土地の下落に伴うものだというふうに認

識をしていいわけなんですかね。その点と、そしてもう１つは、後で資料をいただきたいん

ですけれども、公益減免と生保減免、そこら辺について、おわかりであれば、それもお示し

を後でいただきたいと思います。 

 あわせて、前から聞き損なっていたんですけれども、認可保育所等々については、それは

減免対象になっているんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 固定資産が下がった要因というのは、先ほど言われたとおりだというふうに思います。 

 それと、あと公益の減免ですが、27年度の実績でいいますと、土地が312万3,081円、家屋

は468万4,919円で780万8,000円でございます。あと、生活保護の部分について、20万9,000

円程度ございます。それと、最後の（「認可保育所等については」と呼ぶ者あり）その分に

ついては減免です。 

 以上です。（「もう一度、あと公益減免と生保減免について、後で資料をおいただきした

いと思います。もう一遍いいですかね」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 もう３回です。 

 これで１款２項１目．固定資産税についての質疑を終わります。 

 次に56ページ、１款．市税、３項．軽自動車税、１目．軽自動車税について質疑の通告が

ありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ軽自動車税が今回、大幅に増加をして、計上がなされております。これが結局、昨年
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度、7,200円から１万800円に増税がされましたですよね。それの中で、新エコカー減税と

クリーンカー特別減税というものがあって、そこら辺の状況というものが本市でどのような

ものであるのか、そして、今回のこの増額計上された要因というものが、そこら辺を勘案さ

れた中でされたのかと。基本的にはその521万円の増額された要因をまずお尋ねをいたし

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 増額の要因につきましては、先ほどの税率改正に伴う増の分、それから、登録台数が213

台増加をしております。その分が要因だというふうに思います。あと、エコカーとその内訳

については、すみません、資料を持ち合わせておりませんので、後で提出させていただきま

す。 

 以上です。（「213台。合計が。213台、どれですかね」と呼ぶ者あり） 

 登録台数の増加が213台。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 この積算といいますか、例えば、原付自転車は、昨年度1,433台、ことし1,445台ですよね。

乗用貨物についても、昨年度１万3,074が１万2,946、その他については1,577が1,530、予算

の計上の仕方でね。今言われた213台増加という、そこら辺のところ、よくわかりませんけ

れども。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 すみません、私がもらった資料の中では、そういった213台増加という表記しかございま

せんので、後でどういった部分がふえているのかというのは、資料で提出したいというふう

に思います。 

 以上です。（「はい、じゃ、もうそれでいいです。あわせて３回目ですね」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 あとは詳しい資料と18日の夜に期待をしながらいきたいと思いますけれども、とりあえず、



- 407 - 

今、御当地ナンバーというのが本市でどれくらい平成27年度までいっているのか、おわかり

であれば。おわかりなかったら、後で資料で結構です。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 すみません、じゃ後で資料で提出させていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで１款３項１目．軽自動車税についての質疑を終わります。 

 次に、58ページ、１款．市税、５項．入湯税、１目．入湯税について質疑の通告がありま

すので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今の状況、推移を見ましたときに、前年比それぞれ増加傾向なんですね。そういう中で、

今回、微々たる、もう前年同額みたいなんですけれども、こういう数字に出された根拠をお

尋ねしたいと思います。結局、宿泊、休憩というのは、この積算の数字だけ見ましたときに

は、休憩は昨年の11万円から９万1,400円に少なくなっている。そして、宿泊については、

ほぼ同額という形になっているわけですよね。平成27年４月から12月までの推移を見たとき

には、前年比、かなりのいい形で推移をしてきているわけなんです。当然、そこら辺のとこ

ろを踏まえながら積算されるというふうには思っているんですけれども、まず、今回、同額

受け入れをされた要因をお尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 26年３月から２月の１年間を見てみますと、宿泊で39万5,000人、日帰りで９万人のお客

様があって、合計で48万6,000人ぐらいになります。27年の３月から２月を見ますと、宿泊

が42万4,000人、それから、日帰りが８万4,000人ということで、宿泊はふえているけれども、

日帰りは減っているという状況がございます。25年についても、日帰り客が、25年は12万

3,000人ぐらいあったわけですが、26年で９万人、それから、27年が８万4,550人と、減少傾

向にあるという部分と、それから、宿泊者は微増、ふえているという状況があって、今回予

算としては44万人を見込んだというところでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 
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 私が持っている資料でいきますと、結局、観光客、日帰り観光客が平成23年140万6,000人、

平成25年度が144万3,000人、そして平成26年度が144万2,000人、平成27年度145万4,000人で

すよ。今のは日帰り客。宿泊客が、512、513、515、544という手元の資料を私、持っている

んですけれども、今、部長が言われた数字と少し数字が食い違っているようなんですけれど

も、どっちの数字が本当ですかね。それでそのことをお答えいただきたいと思いますし、こ

の中で、とりあえず──２回目ですね、今。 

○議長（田口好秋君） 

 はい。 

○17番（山口 要君）続 

 ２回目ですね。もうちょっと詳しく、そこら辺の御説明をいただきたいということと、非

常にこれ決算のときにお聞きすべきだろうという問題でありますから、お答えしにくいとき

にはお答えされなくて結構ですけれども、結局、競売にかかった場合について、先ほどの固

定資産税とも関連してきますけれども、当然、競売にかかった場合については、それは競売、

落札者がそこら辺の前の経営者の税金等含めて支払う義務が生じてくるというふうには思い

ますけれども、そこら辺のところについては、御存じなのかどうかということだけをちょっ

と確認します。おわかりなければ、後でいいです。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 私が先ほど申し上げました宿泊と日帰りの人数につきましては、入湯税の申告の分を積み

上げた分でございます。 

 それと、後段の分については承知をしておりませんので、すみません、後日返答させてい

ただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ前も申し上げましたけれども、入湯税の積み上げについては、最終的には年度末に終

わるかもしれませんけれども、これがばらばらに来ていると思うんですよ。だから、毎月毎

月の報告、例えば、５月の分については６月とかいう形じゃなくして、旅館旅館によってば

らばらの申告状況だというふうには思っております。これは質問から外れますけれども、と

りあえずそこら辺のところについては、それが要するに観光客数の数字の把握にもつながっ

てくるんですよ。ですから、入湯税、金額そのものを払ってもらうのは無論なんですけれど

も、やっぱりとりあえず申告だけはきちんと翌月していただくような形で、旅館の経営者の

方にお願いをされたらというふうに思います。そうしないと、先ほど申しますように、月々
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の観光客の動向というのが、もう完全にバランスが崩れてくるんです。そこら辺のところは

ぜひお願いをしておきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 確かに御指摘のとおりに、おくれて報告をされる方とか、そういったことはまちまちだっ

たろうというふうに思います。その分に関しましては、月ごとにきちっと出していただくよ

うなことをお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、１款５項１目．入湯税についての質疑を終わります。 

 次に59ページ、２款．地方譲与税、１項．地方揮発油譲与税、１目．地方揮発油譲与税に

ついて質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。森田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 お尋ねいたします。 

 この譲与税につきまして、600万円の前年度よりの減というところの要因といいますか、

そこを伺います。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えをいたします。 

 まず、地方揮発油譲与税につきましては、国が地方揮発油税として１リットル当たり4.4

円を徴収しまして、それを県に58％、市町村に42％譲与するというものでございます。それ

から、道路面積等により案分をされて譲与されます。 

 それと、これにつきましては、国が地方財政収支の仮試算というのを毎年示しますけれど

も、それによりますと、この譲与税については減少するという見込みが出されました。それ

を受けての減額ということになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 国からの状況ということで、その点はわかりました。 

 もう１点ですけれども、いわゆる最近の報道でもありますようないわゆる原油安というの

は、当然、根本的な理由としてもそこの要因にも入ってきますか。 
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○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 この課税の対象が量、油の価格ではなくて１リットル当たり4.4円ということになってお

りますので、価格には連動しないということでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、２款１項１目．地方揮発油譲与税についての質疑を終わります。 

 次に、64ページ、６款．地方消費税交付金、１項．地方消費税交付金、１目．地方消費税

交付金について質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これについては、増税に伴う分だというふうに理解をしております。この配分については、

全て人口配分になっているのか、それとも従業員者数との１対１の比率の配分なのかという

ことが１点と、そして、この地方消費税交付金については、全て社会保障費に資するという

ふうなことでなっておりますけれども、そこら辺、今回の予算の中で出の分についてはそこ

ら辺のところでされておられるのか確認をしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（池田英信君） 

 地方消費税の分については、増税分が人口比の分だったろうというふうに思います、配分

については。すみません、ちょっと確認してから、後でまたお返事をさせてください。 

 後段の部分につきましては、後で、すみません、資料を提出させていただきます。（「い

いです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 これで、６款１項１目．地方消費税交付金についての質疑を終わります。 

 次に、68ページ．10款．地方交付税、１項．地方交付税、１目．地方交付税について質疑

の通告がありますので、発言を許可いたします。山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今回、一般質問でも少し触れさせていただきましたけれども、まず、前年比5,800万円減

額をされたその要因、普通交付税の分が大半だと思いますけれども、とりあえずその要因を

お尋ねをしたいと思いますし、そして、もう一度、合併算定がえの減額、今回の普通交付税

の推計の中では3,823万円という数字を上げておられます。一般質問のときに申しましたけ

れども、28、29、30、そこら辺の３年間ぐらいの合併算定がえの大体予想数字というものが
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おわかりであれば、それをお示しいただきたいと思います。 

 そして、再度確認なんですけれども、結局、結論的には、こういう末端の市においては、

ほかのいろんな要件かれこれというものは抜きに──抜きにしたというのは語弊になります

けれども、要するに基準財政需要額と基準財政収入額、それが一番のベースになってきて、

だんだん国の枠組みとかなんとかいうことについては、影響を受けないというふうに確認を、

この前の答弁のときは大体そういう形でお答えをいただきましたけれども、それでよろしい

んですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 まず、今回、普通交付税の算定をした内訳について、少し御説明をさせていただきます。 

 平成28年度の普通交付税の推計につきましては、国の地財計画の交付税に関する見込みに

よりまして、基準財政需要額の６項目にわたり増減率が示されております。具体的には、個

別算定経費がマイナス３％、地域対策費、地域元気分がマイナス9.9％、公債費事業費補正

分がプラス10.4％、包括算定経費がマイナス6.5％、それと臨時財政対策債相当の振替相当

額がマイナス16.3％と示されましたので、当市におきましても平成27年度の算定額にそれら

の率を乗じまして、それとあわせまして、先ほど申されました合併算定がえの影響額を3,823

万円程度と見積もりました。 

 それと、基準財政収入額につきましては、平成27年度とほぼ同額として試算を行って、普

通交付税の交付される見込みを42億1,332万8,000円と見込みました。ただし、今年度単位費

用や補正係数等がまだ示されておりませんので、そのうちの１億6,332万8,000円につきまし

ては、留保している形となっております。 

 それから、合併算定がえの影響額についてのお話ですけれども、平成27年度の一本算定と

の算定がえとの差が、最終的に４億2,990万3,000円を積算しております。（「今のもう一遍

説明して」と呼ぶ者あり）平成27年度の交付税の額につきまして、一本算定と算定がえの差

が４億2,990万3,000円と積算をしております。これについて、これが平成28年度にどれくら

いになるかは別としまして、４億3,000万円程度のうち、平成28年度におきましては、その

１割を減じるということになりますので、4,300万円ぐらい減るということでございますけ

れども、この間申しましたけれども、地方団体からの圧縮の要請が国に届いておりますので、

それで幾らか減額幅を圧縮するという方針にはなっておるようです。 

 話変わりますけど、また今後、29、30年というのは、この一本算定と算定がえの差が、例

えば、５億円ということになりますと、そのうちの２年度目が３割、１億5,000万円、１、

３、５ですから、その次の年ですね、３年後になりますと、５億の半分、２億5,000万円が
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減じられると。ただ、先ほど言いましたように、減額の幅は地方の声を聞き入れていただい

て圧縮をするという方向になっているようでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 後段の分からいきます。 

 最終的に、以前の合併算定がえの、先ほど一番最後の分を後で答えてください、この次の

ときにね。基準財政需要額等々については後で答えてください。 

 これが２年前のところの予想数字ということにおいては、合併算定がえ、６年間で大体

24.5億円という数字がはじき出されておりました。今の数字の推移でいきますと、これが大

体13億円ぐらいにおさまるんじゃないかなという気がいたしているんですけれども、それで、

一昨日、一般質問でちょっと聞いたんですけど、そこら辺、影響額と、それが半分ぐらいに

なったのかというふうなところをお聞きをしたんですけれども、そこら辺についてちょっと

確認をしたいと思います。 

 そして、この数字のまやかしもあるんですけれども、結局、臨財の振替相当額、これが

年々、昨年度が11.6％、今回16.3％と、年々振りかえ相当額、この数字そのものも減ってき

ているんですね。だから、そこら辺の影響というものについて、合併算定がえ、加えて、臨

財の振りかえ相当額の減等々を含めますと、かなり交付税については今後慎重を期していか

なければならないというふうに思っておりますし、臨財についても、こういう形の振りかえ

相当額になってくると、やっぱり再度見直し、もう以前から申しておりますけれども、再度

見直しを図っていかなければならないと。事業をすることについて、どんどんどんどんして

も、借金が残るだけなんで、やっぱりそこら辺については慎重な財政運営というものが求め

られてくるというふうに思っております。そのことについてお答えをいただきたいのと、結

局、単位費用、補正係数、通常ですよ、大体いつごろここら辺のところが見込まれるんです

かね。結局、昨年度の算定経費においては、大体２億四、五千万円だったと記憶しておりま

すけれども、そこら辺のところが留保予算としてされておったというふうな気がいたします。

それについても、数字が間違っていたらごめんなさいですけれども、今回については、１億

6,000万円という数字ですけれども、そこら辺についても差額が出てきていると思うんです

けれども、そこら辺についてもおわかりであれば、お示しをいただきたいというふうに思い

ます。 

 今、２回目ですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 ２回目です。財政課長。 
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○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 まず、算定がえの総額の部分ですけれども、数年前の積算では、単年度で６億円という数

字を私も見たことがあります。それを５年間続けると30億円と、そういうことで24.5億円と

いうのが５年分の（「６年分ね」と呼ぶ者あり）その６年分の差額のトータルではないかと

思うんですね。実際、減額になるのは、１割、３割、５割、７割、９割というふうな階段状

に減っていきますので、24.5億円が丸々６年間で減るというのとは少し計算が違ってくるも

のと思います。 

 １年目に１割、２年目に３割ですので、（「それはわかるよ」と呼ぶ者あり）減る率を乗

じる相手方ですね、一本算定と算定がえの差は、常に一定と仮定をしますと、６億円と仮定

して６年とすると36億円で、それで階段状にしたときが24.5億円ということなのかもしれま

せんけれども、そういったところで大もと６億円と見るのか、４億円と見るのかというとこ

ろで大きな差があるのだろうと思います。 

 それと、臨財への振りかえの部分が大きく減少をしているという中で、これで大丈夫かと

いうことなんですけれども、臨財を発行額を抑えるというのは、これは全国レベルといいま

すか、地財計画総体の話でございまして、それに基づき予算は立ててはおりますが、個別の

自治体につきましては、先ほど基準財政収入額と需要額の話に戻りますけれども、その中で

財政力の乏しいところについては、当然、交付税は多く参ります。多くなる中で、またその

振りかえ、臨時財政債で振りかえる額も当然大きくなるものと思っておりまして、国全体と

しては、臨財は減少傾向、交付税についても景気の好循環が続けば、交付税総額も圧縮され

る方向にあります。そういった中で、それを大変心配、交付税額が減る、臨財債が圧縮され

るということで財源が細るという心配はありますけれども、確かに心配をいたしますけれど

も、交付税の制度そのものが基準財政収入額と需要額の差を埋めると。その財源を法定の５

税の法定割で出し切らない分を借金で賄うと。この仕組み全体は維持されるものと考えてお

りますので、交付税を減らされることが心配ではありますけれども、交付税なしではちょっ

と予算が組めない現状といいますか、交付税頼みの地方財政であることもまた間違いないも

のですから、そこは国が配慮していただけるものと考えざるを得ないということを申し上げ

たいと思います。 

 それと、あと、交付税の額なり臨財債の枠が示されるのは７月以降ということになります。 

 留保財源につきましては、例年１億数千万円程度だと私は聞いております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 
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 後で確認してください。私の記憶では、留保財源、昨年度２億5,000万円ぐらいだったと

いうふうに思っておりますので、確認をしておいていただきたいと思います。 

 今、課長が言われたように、そういう物の考え方、当然、そうかもしれませんけれども、

そういうふうな考えに立ってくると、分母と分子の問題もありますし、結局、基準財政需要

額、収入額で何とかそこら辺の穴埋めはできるなというふうに言われると、それ以上、私も

言いようがないんですよね。結論的にはね。当然、先ほど言いました分母と分子の問題があ

りますから、足らない分をそれで補填して交付税で措置してくれるというふうな結論でしょ

う。ですから、それを言われると、私、あとどう質問していいのかが非常にわかりづらく

なってくるんですけれども、ただ、基本的には、結局、今のところ国の税収というものを微

増して、そういう中で大都市等においては、交付税の減額をしてきているというふうな状況

でありますけれども、国全体もやっぱり借金を背負っているわけですよね。だから、いずれ

何らかの形で、結局、各末端の市町村、交付税のあり方、そして出し方というものについて

も、縮小方向に向かっていくというふうに私は思っております。これ以上言っても、もうど

うせ返ってくる答えは同じですので、言いませんけれども、とにかくやっぱり入るをはかっ

て出るを制すというふうなところで財政としても今後構えていただきたいということだけを

要望して、交付税については終わります。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、10款１項１目．地方交付税についての質疑を終わります。 

 次に、72ページ、13款．使用料及び手数料、１項．使用料、２目．民生使用料について質

疑の通告がありますので、発言を許可いたします。田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 それでは、質問をさせていただきますけれども、一遍にやろうかなと思ったんですけど、

担当の所管が違いますので、１つずつ聞きたいというふうに思います。 

 それでは、簡単に、まず、民生使用料の高齢者福祉使用料、この中で、特別養護老人ホー

ムうれしのとデイサービスセンター春風荘、これは使用料というのがなくなっているわけで

すよね。ここら辺にまずお尋ねをいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 この２つの使用料については、今まで、自動販売機を設置されておりまして、その使用料

でございました。しかしながら、平成27年５月末で業者からの撤去の申し入れがあり、廃止

となりました。 

 以上でございます。 
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○議長（田口好秋君） 

 これで13款１項２目．民生使用料についての質疑を終わります。 

 次に、同じく72ページ、13款．使用料及び手数料、１項．使用料、３目．農林水産業使用

料について質疑の通告がありますので、それを許可いたします。田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 それでは、同じく、農林水産業使用料の農業使用料、下宿水辺公園ですね、これは使用料

がなくなっているわけですが、これについて御説明をお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（横田泰次君） 

 お答えをいたします。 

 これにつきましても、昨年度までこのめの里が管理する自動販売機が設置をしてありまし

て、その分が撤去をされたということで28年度の予算としては計上しておりません。 

 以上です。（「よかです。わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 それでは、これで13款１項３目．農林水産業使用料についての質疑を終わります。 

 次に、72ページから73ページ、13款．使用料及び手数料、１項．使用料、４目．土木使用

料についての質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。同じく田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 まずは、土木使用料の中の土木管理使用料、法定外公共物の水路について御質問いたしま

すけれども、これ補正で減額ということがあるわけなんですが、要するにそういうことが減

免制度が大きく影響したというふうなことだろうと思います。昨年度、当初410件というふ

うなことだったんですが、最終的にじゃ、ことし何件程度なのかという件数をお聞きしたい

と思いますけど。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 確かに昨年度140万円の予算を組んでいまして、３月補正により54万3,000円ですかね、削

減をしております。 

 それと、あと、昨年度と今年度の28年度の予算の組み方として、過年度分が、収納率を考

えますと、過年度分を削除して収納率をちょっと掛けさせてもらっています。というのが、

過年度分が、収納率分で入ってくるかというと、こないもんですから、定期監査関係で率が

出ていますので、それを参考にしながらやったので、ことしは63万円ということで上げさせ
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てもらっています。 

 それと、あと件数ですが、徴収件数としては183件程度だと思います。減免が224件です。

183件分が今年度の件数ということになると思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 そこは過年度分なんですよね。要するに63万円のうちのいわゆる過年度分というのが大体

どれぐらいあるのかなというのをお聞きをしたかったんですよ、要はですね。というのは、

結局これだけ、公平性ということからいけば、取らなければいけないわけなんですけど、実

際取れない数字というのが当然あろうかと思いますけれど、183件というのは、要するに件

数であるということですね。過年度分の件数もこれに入っているというふうに考えていいわ

けですか。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 過年度分については、繰り越し額が19万円ほどありますけれども、それとはちょっと別個

になると思います──入っています、ごめんなさい。（「183件に過年度分も入っている」

と呼ぶ者あり）入っています。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 実際、私も来ますですね、郵送で送ってくるわけですよね。実際、ここら辺を考えた場合

に、事務の手数料等々とこれだけのいわゆる徴収というのを考えた場合、今後、ずっとこれ

続けていかれるのかというのと、それとこれ調査に入って３年ぐらいたちますかね、台帳が

できて。それから新規に、要するにつくったものというのがあろうかと思うんですが、そこ

ら辺の対応、要するに申請を確実にしていただいているのかどうなのかというのもあろうと

思うんですね。そこら辺も含めて、今後のどうやっていかれるのかをお聞きをしたいと思い

ますけど。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 
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 今後については、水路分の通路に関しては、今回、減免するということでいかせてもらっ

ていますが、今後183件分の使用料を取るか、それとも減免するかということは、今後検討

をしていきたいというふうに思っています。 

 それと、あと申請は当然していただくんですが、わかっていない方といいますか、占用の

申請をしなきゃいけないというのをわからない人たちには、気づいたところで御自宅にお伺

いして話をさせていただいております。 

 以上です。（「よかです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 田中議員、５節も続けてお願いします。田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 それでは、続きまして、住宅使用料に移らせていただきます。 

 昨年度より減額なんですが、昨年、たしか７施設101世帯というのが、どこの施設やった

かな、たしか解体をされたということで多分少なくなっているのかなと思うんですが、そこ

ら辺、詳細説明お願いしたいと思います。数も含めてお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 確かにそれも入っておりますが、これも26年度の予算を組むときは、過年度分を含めて収

納率を掛けておりました。過年度分を掛けてですね。ところが、過年度分がその収納率分

入ってくるかというと、そうではありませんので、調定額、年度の調定額に収納率を掛けた

額でことしは掛けさせていただいております。収納率を掛けさせていただいております。そ

れで、240万円昨年度予算を組んでおりましたけれども、それを210万円、30万円減というこ

とで予算を立てさせてもらいました。 

 以上です。（「施設の数、わかりますか。７施設101世帯が世帯数として減っているのか

どうか、そこら辺わからん」と呼ぶ者あり） 

 それはちょっと手元に資料持ちませんので、持ってきておりませんので、後日資料をお渡

ししたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 わからないじゃないんですけど、基本的に払ってもらうのが当然なんですね。それは要す

るに、払っていないところ、要するにそこまで取れない分を今回、収納率で計算して上げた

ということなんですけど、果たしてそれって、予算立て、それが当然と言われれば当然かも
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わかりませんが、やはり取る分だけの努力はしていただきたいし、どれぐらい要するに使用

料があるのかというのは、例えば、予算立ての仕方としては、現年分、過年分みたいなそう

いうふうな立て方というのは、ここでできないんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 昨年度も過年度分で150万円ぐらいの過年度分がありましたけれども、26年度ですね、あ

りましたけど、32万円ほど入ってきております。現在のところ、126万円ぐらいの過年度分

がございますので、そのくらいは多分入ってくるだろうと思いますけれども、徴収率等がど

ういうふうに変化するかということで、今回、210万円という予算を組まさせていただきま

した。 

 以上です。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 次に、山口要議員。（「取り下げます」と呼ぶ者あり） 

 これで13款１項４目．土木使用料についての質疑を終わります。 

 次に、78ページから80ページまでの14款．国庫支出金、２項．国庫補助金、１目．総務費

国庫補助金、５目．商工費国庫補助金、６目．土木費国庫補助金及び７目．消防費国庫補助

金について、一括して質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、森

田明彦議員。 

○５番（森田明彦君） 

 それでは、質問いたします。 

 個別のところに入り込んでのことではなくて、全体的な状況ということでお尋ねをしたい

と思います。 

 昨年は、何割という非常に大幅な減額で、いろんな大きな事業にも相当影響が出たという

ことで認識しておりますけれども、いわゆる平成28年度の査定に当たり、昨年の減額分等が

反映したような感触がまずおありなのか、ちょっと総合的な部分でのお尋ねをします。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 社会資本整備総合交付金については、昨年度内示率が非常に悪くて、平成28年度予算を出

させてもらったりとかということもありました。額がどういうふうに入ってくるかというこ

とは、今のところ、まだ国の補正がきちんと成立していませんので、わからないところです



- 419 - 

が、うちのほうも上級官庁、例えば、県とか国のほうに、電話ではありますが、お尋ねはし

ています。ところが、まだ結果としては出てきてない状況です。多分ですけれども、３月末

ぐらいには内示が来るんだろうと、毎年それですので、内示が来るんだろうということは考

えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 わかりました。非常に難しいところだと思いますけれども、いわゆる各市町村自治体から

の強い要望、もしくは言葉ではちょっとあれですけれども、そういった意味のテクニック的

な部分もございましたら、これはもう昨年度分の事業をしっかり取り戻す感触で十二分に情

報収集をされて、獲得に努力していただきたいということで要望という形で終わります。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 市長も、実を言いますと、社会資本整備総合交付金については、うちも要望をどんどんか

けております。市長のほうも、国の都市局のほうに行ってもらったりとか、九州整備局のほ

うに行ってもらったりとかいうことで要望活動をやっておりますので、平成28年度、計上と

しては要望した額を計上させていただいております。予算のほうにはですね。よろしくお願

いします。 

○議長（田口好秋君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 全く同じ質問なんですけれど、仮に１点だけお聞きしたい──お聞きしたいというのが、

昨年度みたいに交付金が一気に通らなかったといった場合には、どういう対応をされるんで

すか。昨年みたいに減額、工事の縮小等々あるわけですけど、そこら辺の見通しと対応につ

いては、ある程度考えておられるのかどうか、そこら辺、部長と市長に最後お聞きをしたい

んですけど。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 昨年の状況を申し上げますと、国全体のいわゆる社交金の予算自体が縮小になりまして、

私どもとしては、他自治体よりもよかったと思いますけど、要望額に届かなかったというこ
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とで非常に残念に思っておりまして、それからすぐ活動を開始しまして、できるだけ今回、

私どもが要望している予算について、配慮していただくように努力をしているところでござ

います。しかし、まだ確定になっておりませんので、３月末ぐらいには見込みになるという

ことですので、そのときの様子を見て、またどうしても足らないということになると、また

議会のほうにもお願いをしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（山口健一郎君） 

 私も、医療センターの移転の問題がございます。どうしても駅周辺の区画整理については、

ことしの８月ぐらいには入札もあって、工事が始まるというような計画になっておりますの

で、ぜひ内示率がいいことを期待しておりますけれども、それがもし、低くても、そこを優

先に工事は進めていかないといけないのだろうというふうに考えます。 

 以上です。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 これで、14款２項１目．総務費国庫補助金、５目．商工費国庫補助金、６目．土木費国庫

補助金及び７目．消防費国庫補助金について質疑を終わります。 

 次に、88ページ、16款．財産収入、１項．財産運用収入、１目．財産貸付収入について質

疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 この中で、春日活性化委員会８万6,000円、この予算の内容を教えてください。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えをいたします。 

 まず、春日活性化委員会につきましては、平成27年度さが段階チャレンジ交付金の採択事

業の一つとしまして、旧春日分校を拠点とした地域活性化事業が採択されました。その実施

団体として、任意団体である春日活性化委員会を組織されたということでございます。旧春

日分校の敷地に対しまして、評価額の４％をいただくということになっておりますので、そ

の金額ということでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 
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 これは毎年発生するものなんですか。これから、どんなですか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 年々の契約によりますけれども、契約がある限りは支払っていただくことになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 いいですか。 

 次に、山口要議員。（「もうわかりましたので、取り下げます」と呼ぶ者あり） 

 これで16款１項１目．財産貸付収入についての質疑を終わります。 

 次に、91ページ、17款．寄附金、１項．寄附金、２目．総務費寄附金について質疑の通告

がありますので、発言を許可いたします。大島恒典議員。 

○12番（大島恒典君） 

 今回、一般財源として使われるわけですけれども、このふるさと応援寄附金のどんな事業

に使用されるのか、お伺いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 ９億円を事業に充当しているわけでございますけれども、ちょっと幾つか紹介をしたいと

思います。 

 学校給食費に8,000万円、それから保育所運営に１億2,000万円、それから定住奨励2,500

万円、あとほかにも事業ございます。主なところを３つ上げさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 大島議員。 

○12番（大島恒典君） 

 充当事業につきましては、先ほど資料をいただきましたので、納得しておるわけですけれ

ども、これ寄附金ということで、本当に費目が扱わないありがたいお金でありまして、今か

ら大切に使っていくことが必要だと考えておりますけれども、こういった中で今回、事業を

このように起こされて、寄附者の方に対しての使用法とかなんとかの考えておられるのかど

うかですね、寄附金をどのような事業に使ったかということを考えておられるのか、そこら

辺をお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 
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 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 寄附の使い道については、公表をする必要がございますので、６月にホームページ等で公

表をしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 大島議員。 

○12番（大島恒典君） 

 ありがとうございました。そしたら、何か施設、事業運営、管理運営とか施設にステッ

カーなんか張って、これはふるさと応援寄附金を使用して運営しておりますとか、そういっ

た取り組みができないかですね。これやっぱり後々寄附してもらった方に嬉野とつながって

もらうためにも、何か形として残すべきではないかと考えるわけですけれども、そこら辺ど

うですか。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 実をいいますと、今度の総務企画常任委員会の席でも、同じような御指摘をいただきまし

た。これにつきましては、ちょっと今後検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、17款１項２目．総務費寄附金についての質疑を終わります。 

 これで、歳入予算事項別明細書53ページから102ページまでの歳入についての質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

午後４時９分 休憩 

午後４時９分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 本日はこれで延会といたします。皆さんどうもお疲れさまでございました。 

午後４時10分 延会 

 


